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水質測定計画策定に係る法的根拠等 

 
○ 水質汚濁防止法 
（常時監視） 
第15条 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、公共用水域及び地

下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。 
２～３ （略） 
（測定計画） 
第16条 都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の長と協議して、当該都道

府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に
関する計画を作成するものとする。 

２～４ （略） 
  (都道府県の審議会その他の合議制の期間の調査審議等) 

第 21 条 都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水

質の汚濁の防止に関する重要事項については、環境基本法第 43 条の規定に
より置かれる審議会その他の合議制の機関が、都道府県知事の諮問に応じ調
査審議し、又は都道府県知事に意見を述べることができるものとする。 

２ （略） 
   

 ○ 環境基本法 
第43条 都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して、基本
的事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含
む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置く。 

２ 前項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、
その都道府県の条例で定める。 

 

 ○ 岡山県環境審議会条例 
第１条 環境基本法(平成五年法律第91号)第43条第１項に規定する審議会そ

の他の合議制の機関として、岡山県環境審議会(以下「審議会」という。)
を置く。 

第７条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 
２～５ （略） 
６ 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議と

することができる。 
 

・岡山県環境審議会の部会の設置に関する規程 
第２条 審議会に、別表に掲げる部会を置き、その所掌事務は、同表に掲げ
る事項のほか会長が部会の所掌事務とすることが適当と認める事項とす
る。 

別表 水質部会 
５ 水質汚濁防止法第16条第１項の規定による公共用水域及び地下水の水

質の測定計画の策定に関すること。 
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令和７年度公共用水域の水質測定計画（案） 

 

１ 目 的 

令和７年度における岡山県内の公共用水域の水質の汚濁の状況を常時監視するため、水質

汚濁防止法第 16条の規定に基づき水質測定計画を定める。 

 

２ 対象水域 

  河川 41水域、湖沼１水域、海域 10水域の合計 52水域を対象とする。 

河 川 

高梁川水域 
高梁川上流、高梁川中流(1)、高梁川中流(2)、高梁川下流、 
西川、小坂部川、有漢川、成羽川、小田川上流、小田川下流、 
美山川(星田川を含む。）、佐伏川＊ 

旭川水域 
旭川上流、旭川中流、旭川下流、新庄川、百間川、砂川、 
目木川＊、備中川＊、誕生寺川＊、宇甘川＊ 

吉井川水域 
吉井川上流、吉井川中・下流、加茂川、梶並川、滝川、 
吉野川、金剛川、香々美川＊、皿川＊、宮川＊ 

笹ヶ瀬川水域 笹ヶ瀬川、足守川上流、足守川下流、相生川＊ 

倉敷川水域 倉敷川(流入支川を含む。) 

高屋川、里見川、伊里川(大谷川を含む。）、小田川(児島)＊ 

湖 沼 児島湖 

海 域 

水島水域 玉島港区、水島港区、水島地先海域(甲)、水島地先海域(乙) 

児島湾水域 児島湾(甲)、児島湾(乙)、児島湾(丙) 

備讃瀬戸、牛窓地先海域、播磨灘北西部 

※ ＊印は生活環境項目に係る環境基準の類型指定をしていない水域を示す。（河川 10

水域） 

 

３ 測定機関 

  岡山県、国土交通省、岡山市及び倉敷市 

 

４ 測定地点、測定項目及び頻度等 

河川 87 地点、湖沼 4 地点、海域 69 地点の合計 160 地点において、別表１、別表２及び別

表３のとおり実施する。 

なお、測定地点の位置図は、別図１から別図８までのとおりである。 

(1) 測定地点の概要 

ア 測定機関別の地点数 

区 分 岡山県 国土交通省 岡山市 倉敷市 合 計 

河 川 51(20)  16( 8) 16( 5)  4(0)  87(33) 

湖 沼 - -  4( 2) -   4( 2) 

海 域 35(13) - 13( 9) 21(7)  69(29) 

合 計 86(33)  16( 8) 33(16) 25(7) 160(64) 

※（ ）は環境基準点の再掲 
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イ 測定項目別の地点数 

区 分 

生活環境項目 

健 康 
項 目 

その他調査項目 

BOD・COD等 
水生生物

保全環境

基準項目 

栄養塩
類 等 

要監視
項 目 

環 境 
基準点 

補助測定点 
計 設 定 

水 域 

未設定

水 域 

河 川 33 43 11 87 39 59 41 16 
湖 沼 2 2 - 4 2 4 4 - 

海 域 29 40 - 69 30 43 43 20 
合 計 64 85 11 160 71 106 88 36 

※「環境基準点」とは、環境基準の達成状況を評価するための測定地点をいう。 

「補助測定点」とは、環境基準点以外の測定点をいう。 

「設定水域」欄の数は、環境基準の類型指定のある水域における補助測定地点の数 

「未設定水域」欄の数は、環境基準の類型指定のない水域における補助測定地点の数 

 

(2) 測定項目の頻度と考え方 

 ア 生活環境項目のうちＢＯＤ、ＣＯＤ等の基本的な項目は、すべての測定点で測定する。

頻度は、環境基準点では毎月１日１回測定（ただし、年間２日は通日測定※）を行い、補

助測定点では年４～12回測定する。 

   水生生物保全環境基準項目（全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホ

ン酸及びその塩（ＬＡＳ））は、環境基準点及び主な補助測定点で原則として年１～４回測

定する。 

   ※「通日測定」とは、河川及び湖沼では６時間ごとに１日４回、海域では満潮・干潮時

に表層及び中層で１日２回（計４回）測定することをいう。 

イ 健康項目は、環境基準点及び主な補助測定点で、原則として年１～４回測定する。ただ

し、海域、児島湖及びダム湖並びにその流入河川では、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は栄

養塩類等と同等に測定する。 

 ウ 栄養塩類等（全窒素、全りん、アンモニア性窒素、りん酸態りん、クロロフィルa等）は、

海域、児島湖及びダム湖並びにその流入河川で、原則として年４～12回測定する。 

エ 要監視項目は、主な環境基準点及び補助測定点で原則として年１～２回測定する。ただ 

し、海域の一部の地点では、過去 10年間にわたって指針値を超過していない項目は、３年 

に１回測定する。 

オ その他必要に応じ測定する。 

 

５ 測定方法 

ア 測定方法及び報告下限値は、別表４のとおりとする。 

イ 採水日は、河川及び湖沼では、採水日前において比較的晴天が続き水質が安定している

日を選び、海域では、大潮期の風や雨の影響の少ない日を選ぶ。 

ウ 採水位置は、河川では、流心で水面から水深の２割程度の深さとし、湖沼では表層（水

面下 0.5ｍ）とし、海域では表層（海面下 0.5ｍ）及び中層（海面下 2ｍ）とする。 

エ 底層 DOの測定に係る試料の採水位置は、海底又は湖底から 1ｍ以内の底層とする。 

 

６ 結果通知等 

  国土交通省、岡山市及び倉敷市は、毎月、水質測定が終了したときは、電子ファイル形式

により測定結果を岡山県に通知する。 

なお、健康項目が環境基準を超過した場合は、直ちに、岡山県に通報する。 

 

７ 緊急時対応 

新たな汚染が懸念される事案が発生したときは、緊急モニタリングを必要に応じ実施する

ものとし、これに係る水質測定計画は、それぞれの事案に応じ別途作成する。 
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別表１　測定地点、測定項目及び頻度（河川）　その１　高梁川水域

測
定
月
数

測
定
日
数

測
定
回
数

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素

り
ん
酸
態
り
ん

０２５ 朝 間 橋 新見市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山県

０２２ 千 屋 ダ ム 新見市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 12 12 12 岡山県

０１５ 浜 子 橋 新見市 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

００１ ◎ 一 中 橋 新見市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 岡山県

００３ ◎ 中 井 橋 高梁市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 岡山県

００５
高 梁
歩 道 橋

高梁市 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

０１８ 下 倉 橋 総社市 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

００７ ◎ 湛 井 堰 総社市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 18 12 12 4 2 2 2 2 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 2 2 1 12 12 4 4 12 国土交通省

００８ 川 辺 橋 倉敷市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4 4 4 4 12 4 国土交通省

０１１ ◎ 霞 橋 倉敷市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 18 12 12 4 4 4 2 2 12 2 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 2 2 1 12 12 12 12 4 12 1 1 1 1 国土交通省

０２３ 河 本 ダ ム 新見市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 12 12 12 岡山県

０２０ ◎ 布 原 橋 新見市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 18 1 1 1 1 1 1 1 18 18 18 1 4 岡山県

０２６ 勘 定 橋 新見市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山県

０２４
小 阪 部 川
ダ ム

新見市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 12 12 12 岡山県

００２ ◎ 巌 橋 新見市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 岡山県

有 漢 川 Ａイ ００４ ◎ 幡 見 橋 高梁市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 岡山県

００６ ◎ 神 崎 橋 高梁市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 岡山県

０１７ 阿 部 山 橋 高梁市 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

０２１
新 成 羽 川
ダ ム

高梁市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 12 12 12 岡山県

小 田 川
上  　流

Ａイ ０１０ ◎ 猪 原 橋 井原市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 岡山県

００９ 三 谷 橋 矢掛町 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山県

０１４ ◎ 福 松 橋 倉敷市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 12 12 4 4 4 2 2 12 2 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 2 2 1 12 12 4 12 4 12 国土交通省

美 山 川 Ａイ ０１９ ◎ 栄 橋 矢掛町 12 12 18 18 18 18 18 18 18 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 岡山県

佐 伏 川 未 ０１６ 井 倉 野 橋 高梁市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山県

（備考）達成期間の分類　イ：直ちに達成　ロ：５年以内で可及的速やかに達成　ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

左
記
３
項
目

以
外
の
要
監
視
２
９
項
目

 
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン
生
成
能

 
 
 
銅

Ａイ

Ａイ

Ｂイ

Ａイ

Ａイ

Ａイ

Ｂイ

Ａイ

生  活  環  境  項  目

 
Ｌ
 
Ａ
 
Ｓ

 
全
　
亜
 
鉛

 

ノ

 
ニ
 
ル

 
フ
 
ェ

 
ノ
 
ー

 
ル

 
Ｓ
 
 
 
Ｓ

 
Ｐ
 
Ｃ
 
Ｂ

 
Ｂ
 
Ｏ
 
Ｄ

小 田 川
下  　流

測　定
地点名

 
 
環
境
基
準
点
　
◎
Ｂ
Ｏ
Ｄ

市

町

村

名

成 羽 川

小坂部川

類

型

及

び

達

成

期

間

高 梁 川
上  　流

高 梁 川
中 流(1)

高 梁 川
中 流(2)

高 梁 川
下  　流

西 川

水 域 名
岡山県
地　点
番　号

高

梁

川

水

域

測　定
機関名

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

 
シ
 
マ
 
ジ
 
ン

 
チ
 
オ
 
ベ
 
ン
 
カ
 
ル
 
ブ

 
ベ
 
ン
 
ゼ
 
ン

 
セ
 
レ
 
ン

 
ほ
 
う
 
素

 
硝
 
酸
 
性
 
窒
 
素

 
チ
 
ウ
 
ラ
 
ム

 
ふ
 
っ

 
素

　
全
　
有
　
機
　
炭
　
素

　
１
・
４
│
ジ
オ
キ
サ
ン

P
F
O
S
及
び
P
F
O
A

要監視

　
ウ
　
ラ
　
ン

 
Ｅ
 
Ｐ
 
Ｎ

健　　　康　　　項　　　目

シ
ス
│
１
・

２
│
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

 
ジ
 
ク
 
ロ
 
ロ
 
メ
 
タ
 
ン

１
・
１
・
２
│
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

 
ひ
 
 
 
素

 
ア
 
ル
 
キ
 
ル
 
水
 
銀

　
塩
 
化
 
物
 
イ
 
オ
 
ン

 
ク
ロ
ロ
フ
ィ

ル
ａ

 
溶
 
解
 
性
 
鉄

 
溶
 
解
 
性
 
マ
 
ン
 
ガ
 
ン

 
亜
 
硝
 
酸
 
性
 
窒
 
素

 
総
 
ク
 
ロ
 
ム

栄
養
塩

類

 
六
 
価
 
ク
 
ロ
 
ム

 
油
 
分
 
等

　
大
　
腸
　
菌
　
数

 
全
 
シ
 
ア
 
ン

 
 
 
鉛

　
全
　
窒
　
素

１
・
１
│
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

 
総
 
水
 
銀

　
全
　
り
　
ん

 
四
 
塩
 
化
 
炭
 
素

測定頻度
 
ｐ
 
 
 
Ｈ

透

視

度

 
Ｃ
 
Ｏ
 
Ｄ

 
Ｄ
 
 
 
Ｏ

１
・
２
│
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
・
３
│
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

 
カ
 
ド
 
ミ
 
ウ
 
ム

１
・
１
・
１
│
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

その他項目
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別表１　測定地点、測定項目及び頻度（河川）　その２　旭川水域

測
定
月
数

測
定
日
数

測
定
回
数

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素

り
ん
酸
態
り
ん

１１４ 野 田 橋 真庭市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山県

１０１ ◎ 湯 原 ダ ム 真庭市 12 12 18 18 18 18 18 12 18 18 12 12 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 1 4 1 1 1 1 岡山県

１１５ 向 見 尾 橋 真庭市 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

１０２ 大 上 橋 真庭市 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

１０３ ◎ 落 合 大 橋 真庭市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 岡山県

１１９ 間 瀬 橋 真庭市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山県

１０９ 江 与 味 橋 美咲町 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 12 12 12 岡山県

１０４ 八 幡 橋 岡山市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 岡山市

１１７ 鹿 瀬 橋 岡山市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山市

１０５ 大 曽 根 堰 岡山市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山市

１０６ 合 同 堰 岡山市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4 4 4 4 1 国土交通省

１０７ ◎ 乙 井 手 堰 岡山市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 18 12 12 4 2 2 2 2 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 2 2 1 12 12 4 4 12 1 1 1 1 国土交通省

旭川下流 Ｂロ １０８ ◎ 桜 橋 岡山市 12 12 18 18 18 18 28 18 18 18 12 12 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 2 2 1 12 12 12 4 12 国土交通省

新 庄 川 Ａイ １１１ ◎ 大 久 奈 橋 真庭市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 岡山県

目 木 川 未 １１２ 目 木 橋 真庭市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山県

備 中 川 未 １１６ 垂 水 大 橋 真庭市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山県

誕生寺川 未 １１３ 高 浜 橋 岡山市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山市

１１０ 箕 地 橋 岡山市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山市

１１８ 常 盤 橋 岡山市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 岡山市

百 間 川 Ｃハ ３０１ ◎ 清 内 橋 岡山市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 18 12 12 12 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 2 2 1 12 12 4 12 12 国土交通省

３０４ 瀬 戸 橋 岡山市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山市

３０３ ◎ 新 橋 岡山市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 18 12 12 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 岡山市

（備考）達成期間の分類　イ：直ちに達成　ロ：５年以内で可及的速やかに達成　ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

岡山県
地  点
番  号

　
全
　
有
　
機
　
炭
　
素

要監視

　
ウ
　
ラ
　
ン

 
Ｅ
 
Ｐ
 
Ｎ

左
記
３
項
目

以
外
の
要
監
視
２
９
項
目

　
塩
 
化
 
物
 
イ
 
オ
 
ン

 
 
 
銅

栄
養
塩

類

測　定
地点名

 
油
 
分
 
等

　
大
　
腸
　
菌
　
数

市

町

村

名

 
ノ

 
ニ
 
ル

 
フ
 
ェ

 
ノ
 
ー

 
ル

透

視

度

測定頻度

　
　
環
境
基
準
点
　
◎
Ｂ
Ｏ
Ｄ

類

型

及

び

達

成

期

間

旭川上流

旭

川

水

域
宇 甘 川

砂　　川

旭川中流

Ｂロ

AAイ

Ａイ

未

測　定
機関名

 
ひ
 
 
 
素

 
ｐ
 
 
 
Ｈ

 
Ｂ
 
Ｏ
 
Ｄ

　
全
　
り
　
ん

 
全
　
亜
 
鉛

 
Ｃ
 
Ｏ
 
Ｄ

 
Ｄ
 
 
 
Ｏ

　
全
　
窒
　
素

水 域 名

 
Ｐ
 
Ｃ
 
Ｂ

 
チ
 
ウ
 
ラ
 
ム

１
・
３
│
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

 
ジ
 
ク
 
ロ
 
ロ
 
メ
 
タ
 
ン

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

１
・
１
・
２
│
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

 
全
 
シ
 
ア
 
ン

 
カ
 
ド
 
ミ
 
ウ
 
ム

健　　　康　　　項　　　目

 
硝
 
酸
 
性
 
窒
 
素

 
ベ
 
ン
 
ゼ
 
ン

 
セ
 
レ
 
ン

 
チ
 
オ
 
ベ
 
ン
 
カ
 
ル
 
ブ

 
Ｌ
 
Ａ
 
Ｓ

生  活  環  境  項  目

 
Ｓ
 
 
 
Ｓ

P
F
O
S
及
び
P
F
O
A

１
・
２
│
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
・
１
│
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

 
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン
生
成
能

 
 
 
鉛

 
六
 
価
 
ク
 
ロ
 
ム

 
四
 
塩
 
化
 
炭
 
素

 
総
 
水
 
銀

１
・
１
・
１
│
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

シ
ス
│
１
・

２
│
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

 
ア
 
ル
 
キ
 
ル
 
水
 
銀

 
ふ
 
っ

 
素

 
ほ
 
う
 
素

　
１
・
４
│
ジ
オ
キ
サ
ン

その他項目

 
シ
 
マ
 
ジ
 
ン

 
亜
 
硝
 
酸
 
性
 
窒
 
素

 
ク
ロ
ロ
フ
ィ

ル
ａ

 
溶
 
解
 
性
 
マ
 
ン
 
ガ
 
ン

 
総
 
ク
 
ロ
 
ム

 
溶
 
解
 
性
 
鉄
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別表１　測定地点、測定項目及び頻度（河川）　その３　吉井川水域

測
定
月
数

測
定
日
数

測
定
回
数

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素

り
ん
酸
態
り
ん

２２６ 杉 橋 鏡野町 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4 12 12 12 12 12 国土交通省

２２８ 苫 田 ダ ム 鏡野町 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 2 12 2 2 12 12 12 4 国土交通省

２２７ 葛 下 橋 鏡野町 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

２０１ ◎ 嵯 峨 堰 津山市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 岡山県

２０２ 新 日 上 橋 津山市 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

２２１ 栗 子 橋 美咲町 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

２０３ ◎ 周 匝 橋 赤磐市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 岡山県

２２５ 佐 伯 大 橋 和気町 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

２０９ ◎ 熊 山 橋 赤磐市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 12 12 4 4 4 2 2 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 2 2 1 12 12 4 4 12 国土交通省

２０６ 弓 削 橋 岡山市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4 4 4 4 1 国土交通省

２２９ 備 前 大 橋 岡山市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4 4 4 12 1 国土交通省

２０７ 鴨 越 堰 岡山市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 12 12 4 4 4 12 1 1 1 1 国土交通省

２０８ 永 安 橋 岡山市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 国土交通省

香々美川 未 ２１７ 芳 野 橋 鏡野町 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山県

皿　　川 未 ２１８ 大 渡 橋 津山市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山県

宮　　川 未 ２１９ 旧 大 橋 津山市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山県

２２０ 吉 見 橋 津山市 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

２１０ ◎ 加 茂 川 橋 津山市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 岡山県

梶 並 川 Ａイ ２１５ ◎ 滝 村 堰 美作市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 岡山県

滝　　川 Ｂロ ２２３ ◎ 三 星 橋 美作市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 岡山県

２２２ 芦 河 内 橋 美作市 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

２１４ 鶴 亀 橋 美作市 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

２１１ ◎ 鷺 湯 橋 美作市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 岡山県

２１６ 畑 田 堰 備前市 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

２１２ 下 井 手 堰 和気町 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

２０４ ◎ 宮 橋 和気町 12 12 18 18 18 18 18 18 18 12 12 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 2 2 1 4 4 4 4 12 国土交通省

（備考）達成期間の分類　イ：直ちに達成　ロ：５年以内で可及的速やかに達成　ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

　
全
　
有
　
機
　
炭
　
素

 
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン
生
成
能

P
F
O
S
及
び
P
F
O
A

要監視

　
ウ
　
ラ
　
ン

 
ク
ロ
ロ
フ
ィ

ル
ａ

　
　
環
境
基
準
点
　
◎
Ｂ
Ｏ
Ｄ

 
Ｂ
 
Ｏ
 
Ｄ

市

町

村

名

生  活  環  境  項  目

 
ｐ
 
 
 
Ｈ

 
Ｄ
 
 
 
Ｏ

 
Ｃ
 
Ｏ
 
Ｄ

 
油
 
分
 
等

 
Ｌ
 
Ａ
 
Ｓ

　
全
　
窒
　
素

 
Ｓ
 
 
 
Ｓ

　
大
　
腸
　
菌
　
数

 
全
　
亜
 
鉛

透

視

度

吉

井

川

水

域

吉 井 川
上　　流

加 茂 川 Ａイ

Ａイ

Ａロ

Ｂロ

Ａイ

吉 野 川

吉 井 川
中・下流

測　定
機関名

 
ふ
 
っ

 
素

 
ほ
 
う
 
素

 
溶
 
解
 
性
 
鉄

 
Ｅ
 
Ｐ
 
Ｎ

 
総
 
ク
 
ロ
 
ム

　
１
・
４
│
ジ
オ
キ
サ
ン

 
 
 
鉛

 
カ
 
ド
 
ミ
 
ウ
 
ム

 
全
 
シ
 
ア
 
ン

 
 
 
銅

左
記
３
項
目

以
外
の
要
監
視
２
９
項
目

 
溶
 
解
 
性
 
マ
 
ン
 
ガ
 
ン

　
塩
 
化
 
物
 
イ
 
オ
 
ン

類

型

及

び

達

成

期

間

岡山県
地  点
番  号

栄
養
塩

類

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

１
・
３
│
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

 
チ
 
ウ
 
ラ
 
ム

 
シ
 
マ
 
ジ
 
ン

 
チ
 
オ
 
ベ
 
ン
 
カ
 
ル
 
ブ

 
ベ
 
ン
 
ゼ
 
ン

 
セ
 
レ
 
ン

 
硝
 
酸
 
性
 
窒
 
素

 
ア
 
ル
 
キ
 
ル
 
水
 
銀

 
Ｐ
 
Ｃ
 
Ｂ

 
ジ
 
ク
 
ロ
 
ロ
 
メ
 
タ
 
ン

 
四
 
塩
 
化
 
炭
 
素

１
・
１
・
２
│
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

水 域 名

 
亜
 
硝
 
酸
 
性
 
窒
 
素

金 剛 川

測　定
地点名

 
ノ

 
ニ
 
ル

 
フ
 
ェ

 
ノ
 
ー

 
ル

　
全
　
り
　
ん

測定頻度

１
・
１
・
１
│
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
・
２
│
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
・
１
│
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

シ
ス
│
１
・

２
│
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

 
ひ
 
 
 
素

 
総
 
水
 
銀

 
六
 
価
 
ク
 
ロ
 
ム

健　　　康　　　項　　　目 その他項目
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別表１　測定地点、測定項目及び頻度（河川）　その４　その他の水域

測
定
月
数

測
定
日
数

測
定
回
数

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素

り
ん
酸
態
り
ん

４２３ 比 丘 尼 橋 岡山市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 岡山市

４２４ ◎ 笹 ヶ 瀬 橋 岡山市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 18 12 12 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 1 1 1 1 岡山市

足 守 川
上　　流

Ａハ ４２１ ◎ 高 塚 橋 岡山市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 18 12 12 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 岡山市

足 守 川
下　　流

Ｂイ ４２２ ◎ 入 江 橋 岡山市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 18 12 12 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 岡山市

相 生 川 未 ４５１ 白 鷺 橋 岡山市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山市

４４１ 下 灘 橋 倉敷市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 12 12 12 1 倉敷市

４４２ 盛 綱 橋 倉敷市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 12 1 1 1 1 倉敷市

４４４ 新 稔 橋 岡山市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山市

４４５ ◎ 倉 敷 川 橋 岡山市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 12 12 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 1 1 1 1 岡山市

４３１
妹尾川国道
３０号線下

岡山市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山市

４４３ 桜 橋 倉敷市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 12 12 12 1 倉敷市

Ａハ ３０２ ◎ 滝 山 堰 井原市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 岡山県

Ｄイ ０１２ ◎
鴨 方 川
合 流 点

浅口市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 岡山県

Ｂロ ３０５ ◎ 浜 の 川 橋 備前市 12 12 18 18 18 18 18 18 18 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 岡山県

未 ３０６ 御 仮 屋 橋 倉敷市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 倉敷市

（備考）達成期間の分類　イ：直ちに達成　ロ：５年以内で可及的速やかに達成　ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

　
全
　
有
　
機
　
炭
　
素

 
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン
生
成
能

P
F
O
S
及
び
P
F
O
A

要監視

　
ウ
　
ラ
　
ン

小　田　川

笹

ヶ

瀬

川

水

域

倉

敷

川

水

域

Ｂハ

Ｃハ

里　見　川

高　屋　川

伊　里　川

笹ヶ瀬川

倉 敷 川

 
溶
 
解
 
性
 
マ
 
ン
 
ガ
 
ン

栄
養
塩

類

　
塩
 
化
 
物
 
イ
 
オ
 
ン

 
ク
ロ
ロ
フ
ィ

ル
ａ

 
Ｅ
 
Ｐ
 
Ｎ

 
溶
 
解
 
性
 
鉄

 
 
 
銅

 
総
 
ク
 
ロ
 
ム

左
記
３
項
目

以
外
の
要
監
視
２
９
項
目

測　定
機関名

 
ふ
 
っ

 
素

 
ほ
 
う
 
素

　
１
・
４
│
ジ
オ
キ
サ
ン

 
 
 
鉛

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

１
・
３
│
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

１
・
１
│
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

シ
ス
│
１
・

２
│
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

１
・
１
・
１
│
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

 
六
 
価
 
ク
 
ロ
 
ム

 
ひ
 
 
 
素岡山県

地  点
番  号

 
Ｄ
 
 
 
Ｏ測　定

地点名

市

町

村

名

透

視

度

 
ｐ
 
 
 
Ｈ

類

型

及

び

達

成

期

間

生  活  環  境  項  目

 
全
　
亜
 
鉛

　
全
　
窒
　
素

　
全
　
り
　
ん

　
大
　
腸
　
菌
　
数

 
Ｌ
 
Ａ
 
Ｓ

 
Ｂ
 
Ｏ
 
Ｄ

 
Ｃ
 
Ｏ
 
Ｄ

 
ノ

 
ニ
 
ル

 
フ
 
ェ

 
ノ
 
ー

 
ル

 
Ｓ
 
 
 
Ｓ

 
油
 
分
 
等

測定頻度

水 域 名

　
　
環
境
基
準
点
　
◎
Ｂ
Ｏ
Ｄ

 
ジ
 
ク
 
ロ
 
ロ
 
メ
 
タ
 
ン

 
四
 
塩
 
化
 
炭
 
素

１
・
２
│
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

 
カ
 
ド
 
ミ
 
ウ
 
ム

 
Ｐ
 
Ｃ
 
Ｂ

 
全
 
シ
 
ア
 
ン

 
総
 
水
 
銀

 
ア
 
ル
 
キ
 
ル
 
水
 
銀

健　　　康　　　項　　　目

 
ベ
 
ン
 
ゼ
 
ン

１
・
１
・
２
│
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

 
チ
 
オ
 
ベ
 
ン
 
カ
 
ル
 
ブ

 
シ
 
マ
 
ジ
 
ン

その他項目

 
セ
 
レ
 
ン

 
硝
 
酸
 
性
 
窒
 
素

 
亜
 
硝
 
酸
 
性
 
窒
 
素

 
チ
 
ウ
 
ラ
 
ム

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
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別表２　測定地点、測定項目及び頻度（湖沼）　児島湖

４ ０ １
笹ヶ瀬川
河 口 部

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山市

４ ０ ２
倉 敷 川
河 口 部

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山市

４ ０ ３ ◎ □ 湖　　心 12 12 18 18 18 18 18 18 12 12 4 4 4 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 12 4 岡山市

４ ０ ４ ◎ □ 樋　　門 12 12 18 18 18 18 18 18 12 12 4 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 12 4 岡山市

（備考）達成期間の分類　イ：直ちに達成　ロ：５年以内で可及的速やかに達成　ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成　二：段階的に暫定目標を達成しつつ環境基準の可及的速やかな達成に努める

測
定
月
数

り
ん
酸
態
り
ん

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素

 
総
 
ク
 
ロ
 
ム

 
溶
 
解
 
性
 
マ
 
ン
 
ガ
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別表３　測定地点、測定項目及び頻度（海域）　その１　水島水域

玉島港区 Ｃイ 水島地先海域 Ⅱイ ５０１ ◎ 玉 島 港 奥 部 12 12 18 14 18 18 18 12 12 2 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 4 1 1 1 1 1 1 倉敷市

５０３ 呼 松 水 路 12 12 12 12 12 12 12 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1 1 12 1 4 4 1 4 4 12 1 倉敷市

５１３ 呼松水路奥部 12 12 12 12 12 12 12 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1 1 12 1 4 4 1 4 4 12 1 倉敷市

５０４ ◎ □ △ 水 島 港 口 部 12 12 18 14 18 18 18 12 12 2 2 2 14 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1 1 12 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 4 1 1 1 1 1 1 倉敷市

５１２ 水 島 港 奥 部 12 12 12 12 12 12 12 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4 12 1 倉敷市

５０２ 高梁川河口部 12 12 12 12 12 12 12 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4 12 1 倉敷市

５０５ ◎ □ 玉 島 港 沖 合 12 12 18 14 18 18 18 14 12 12 2 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 4 1 1 1 1 1 1 倉敷市

５０６ 寄 島 沖 12 12 12 12 12 12 12 4 4 4 4 4 4 12 倉敷市

５０７ 下 水 島 北 12 12 12 12 12 12 12 4 4 4 4 4 4 12 倉敷市

５０８ ◎ □ 上 水 島 北 12 12 18 14 18 18 18 14 12 12 2 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 4 1 1 1 1 1 1 倉敷市

５０９ ◎ □ 濃 地 諸 島 東 12 12 18 14 18 18 18 14 12 12 2 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 4 1 1 1 1 1 1 倉敷市

備讃瀬戸 Ａイ ５１５ Ｅ 地 区 沖 12 12 12 12 12 12 12 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4 12 1 倉敷市

５１０ ◎ □ △ 網 代 諸 島 沖 12 12 18 14 18 18 18 14 14 12 12 2 2 2 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 4 1 1 1 1 1 1 倉敷市

５１１ 下 津 井 沖 12 12 12 12 12 12 12 4 4 4 4 4 4 4 12 倉敷市

５１４ 寄 島 沖 合 12 12 12 12 12 12 12 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4 12 1 倉敷市

５１６ 網代諸島西沖 12 12 12 12 12 12 12 4 4 4 4 4 4 4 12 倉敷市

５１７ 太濃地島西沖 12 12 12 12 12 12 12 4 4 4 4 4 4 4 12 倉敷市

５１８ 手 島 西 沖 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 岡山県

（備考）達成期間の分類　イ：直ちに達成　ロ：５年以内で可及的速やかに達成　ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成　二：段階的に暫定目標を達成しつつ環境基準の可及的速やかな達成に努める
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別表３　測定地点、測定項目及び頻度（海域）　その２　児島湾水域

児 島 湾
（甲）

Ｃロ ６０５ ◎ 海 岸 通 沖 12 12 18 14 18 18 18 4 4 4 4 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 18 4 岡山市

６０１ ◎ 旭 川 河 口 部 12 12 18 14 18 18 18 14 4 4 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 18 1 1 1 1 1 岡山市

６０２ ◎ 吉井川河口部 12 12 18 14 18 18 18 14 4 4 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 18 1 1 1 1 1 岡山市

６０３ ◎ 横 樋 沖 12 12 18 14 18 18 18 14 4 4 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 18 岡山市

６０４ ◎ □ 九 蟠 沖 12 12 18 14 18 18 18 14 12 12 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 岡山市

６０６ 宮 浦 沖 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4 12 岡山市

６０７ ◎ 阿 津 沖 12 12 18 14 18 18 18 14 4 4 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 18 4 岡山市

６０８ テ イ カ 沖 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4 12 岡山市

６０９ ◎ □ 向 小 串 沖 12 12 18 14 18 18 18 14 12 12 4 4 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 岡山市

６１０ ◎ 別 荘 沖 12 12 18 14 18 18 18 14 14 4 4 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 18 4 1 1 1 1 1 1 岡山市

６１１ ◎ □ 児 島 湾 口 沖 12 12 18 14 18 18 18 14 14 12 12 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 岡山市

６１２ ◎ 波 張 崎 南 12 12 18 14 18 18 18 14 14 12 12 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 4 岡山県

６１３ 犬 島 南 沖 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 岡山市

６１４ 犬 島 北 沖 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4 12 岡山市

６１５ 鉾 島 沖 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 岡山県

６１６ ◎ □ 出 崎 東 沖 12 12 18 14 18 18 18 14 14 12 12 4 4 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 4 岡山県

６１７ □ 鉾 島 沖 合 12 12 18 14 18 18 18 14 14 12 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 岡山県

（備考）達成期間の分類　イ：直ちに達成　ロ：５年以内で可及的速やかに達成　ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成　二：段階的に暫定目標を達成しつつ環境基準の可及的速やかな達成に努める
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別表３　測定地点、測定項目及び頻度（海域）　その３　備讃瀬戸

７０１ 片 島 沖 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 6 岡山県

７０２ ◎ □ △ 神 島 御 崎 沖 12 12 18 14 18 18 18 14 14 12 12 4 4 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 4 1 1 岡山県

７０３ Ｍ Ｃ Ｆ Ｃ 沖 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

７０４ 神島鹿落鼻沖 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

７０５ ◎ □ △ 青 佐 鼻 沖 12 12 18 14 18 18 18 14 14 12 12 4 4 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 4 岡山県

７０６ ◎ □ 北木島布越崎
北

12 12 18 14 18 18 18 14 14 12 12 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 4 岡山県

７０７ 真 鍋 島 南 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 岡山県

備讃瀬戸 Ａイ ７０８
ＪＦＥスチー
ル 東

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山県

７０９ 白 石 島 西 沖 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

７１０ 真 鍋 島 西 沖 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 岡山県

８０１ 味 野 沖 12 12 12 12 12 12 12 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4 12 1 倉敷市

８０２ 渋 川 沖 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

８０３ 荒 神 島 西 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

８０４ ◎ □ △ 久 須 美 鼻 東 12 12 18 14 18 18 18 14 14 12 12 2 2 2 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 4 1 1 1 1 1 1 倉敷市

８０５ ◎ □ 大 槌 島 北 12 12 18 14 18 18 18 14 14 12 12 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 4 岡山県

８０６ 高 辺 鼻 沖 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

８０７ 後 閑 沖 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山県

８０８ 引 網 沖 12 12 12 12 12 12 12 4 4 4 4 4 4 4 12 倉敷市

８０９ 竪 場 島 南 東 12 12 12 12 12 12 12 4 4 4 4 4 4 4 12 倉敷市

（備考）達成期間の分類　イ：直ちに達成　ロ：５年以内で可及的速やかに達成　ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成　二：段階的に暫定目標を達成しつつ環境基準の可及的速やかな達成に努める

 
チ
 
オ
 

ベ
 
ン
 
カ
 
ル
 
ブ

 
ベ
 
ン
 

ゼ
 
ン

健　　　康　　　項　　　目

 
シ
 
マ
 

ジ
 
ン

１
・
２
│
ジ

ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

 
Ｐ
 
Ｃ
 

Ｂ

 
ジ
 
ク
 

ロ
 
ロ
 
メ
 
タ
 
ン

 
四
 
塩
 

化
 
炭
 
素

１
・
１
・
２

│
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

ト
リ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン

テ
ト
ラ
ク
ロ

ロ
エ
チ
レ
ン

測定頻度

 
 
環
境
基

準
点
　
◎
Ｃ
Ｏ
Ｄ

 
 
環
境
基
準

点
　
□
全
窒
素
及
び
全
り
ん

備

讃

瀬

戸

Ａイ備讃瀬戸

備讃瀬戸
（イ）

備讃瀬戸
（ロ）

Ⅱイ

Ⅱイ

水域名

類
型
及
び
達

成
期
間

 
 
環
境
基
準

点
　
△
水
生
生
物
保
全
項
目

生活環境の保全に
関する環境基準

全窒素及び
全りんに

係る環境基準

栄

養

塩

類

岡山県
地  点
番  号

測定地点名

　
全
　
り
　

ん

 
ノ
 
ニ
 
ル

 
フ
 
ェ

 
ノ
 
ー

 
ル

 
総
 
ク
 

ロ
 
ム

 
カ
 
ド
 

ミ
 
ウ
 
ム

シ
ス
│
１
・

２
│
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

１
・
１
│
ジ

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

 
亜
 
硝
 

酸
 
性
 
窒
 
素

　
１
・
４
│

ジ
オ
キ
サ
ン

 
 
 
銅

 
溶
 
解
 

性
 
鉄

 
溶
 
解
 

性
 
マ
 
ン
 
ガ
 
ン

 
全
　
亜
 

鉛

 
ア
 
ル
 

キ
 
ル
 
水
 
銀

 
Ｌ
 
Ａ
 

Ｓ

測
定
日
数

測
定
回
数

 
Ｄ
 
 
 

Ｏ

 
Ｃ
 
Ｏ
 

Ｄ

 
Ｓ
 
 
 

Ｓ

測　定
機関名

 
ｐ
 
 
 

Ｈ

 
塩
 
　
　

分

水域名

類
型
及
び
達

成
期
間

測
定
月
数

ア
ン
モ
ニ
ア

性
窒
素

 
セ
 
レ
 

ン

 
硝
 
酸
 

性
 
窒
 
素

 
全
 
シ
 

ア
 
ン

 
 
 
鉛

 
六
 
価
 

ク
 
ロ
 
ム

 
ひ
 
 
 

素

 
総
 
水
 

銀

１
・
１
・
１

│
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
・
３
│
ジ

ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

 
チ
 
ウ
 

ラ
 
ム

生  活  環  境  項  目

　
底
　
層
　

Ｄ
　
Ｏ

　
大
　
腸
　

菌
　
数

　
全
　
窒
　

素

透

明

度

 
ク
ロ
ロ
フ
ィ

ル
ａ

　
Ｅ
　
Ｐ
　

Ｎ

P
F
O
S
及

び
P
F
O
A

 
Ｂ
 
Ｏ
 

Ｄ
り
ん
酸
態
り

ん

 
油
 
分
 

等

　
全
　
有
　

機
　
炭
　
素

左
記
５
項
目

以
外
の
要
監
視
２
７
項
目

備讃瀬戸
（イ）

特Ａ
イ

水生生物保全に
係る環境基準

水域名

類
型
及
び
達

成
期
間

備讃瀬戸 Ａイ

備讃瀬戸
（イ）

特Ａ
イ

その他項目 要監視

　
ウ
　
ラ
　

ン

全
マ
ン
ガ
ン

エ
ピ
ク
ロ
ロ

ヒ
ド
リ
ン

- 11-



別表３　測定地点、測定項目及び頻度（海域）　その４　その他の水域

９０３ ◎ □ 錦 海 湾 12 12 18 14 18 18 18 14 14 12 12 4 4 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 4 1 1 1 1 1 1 岡山県

９０４ 前 島 北 西 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

９０５ ◎ □ 前 島 南 西 12 12 18 14 18 18 18 14 14 12 12 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 4 岡山県

９０６ □ 前 島 東 南 12 12 18 14 18 18 18 14 14 12 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 岡山県

９０１ 布 浜 沖 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山県

９０２ 頭 島 東 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

９０７ 長島船越沖合 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

９０８ ◎ □ 長 島 西 南 沖 12 12 18 14 18 18 18 14 14 12 12 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 4 岡山県

９０９ ◎ □ 大多府島東南
沖

12 12 18 14 18 18 18 14 14 12 12 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 4 1 1 岡山県

９１０ ◎ □ △ 鹿久居島東沖 12 12 18 14 18 18 18 14 14 12 12 4 4 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 12 12 18 12 4 岡山県

９１１
鹿久居島米子
湾 北

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

９１２ 備前市前島北 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 岡山県

９１３ 青 島 東 沖 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 岡山県

９１４ 大多府島南沖 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 岡山県

９１５ 赤 穂 港 沖 合 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 岡山県

（備考）達成期間の分類　イ：直ちに達成　ロ：５年以内で可及的速やかに達成　ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成　二：段階的に暫定目標を達成しつつ環境基準の可及的速やかな達成に努める
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別表４ 測定方法及び報告下限値（公共用水域） 

測定項目 測定方法 
報告下限値 

（mg/L） 

左記未満 

の表記 

生

 

活

 

環

 

境

 

項

 

目 

水素イオン濃度(pH) 

昭和 46年 12月 28日付け環境庁告示第 59 号別表２に掲げる

方法 

－ － 

溶存酸素量(DO) 0.5 <0.5 

生物化学的酸素要求量(BOD) 0.5 <0.5 

化学的酸素要求量(COD) 0.5 <0.5 

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等) 0.5 ND 

浮遊物質量(SS) 1 <1 

大腸菌数 1 (CFU/100mL) <1 

全窒素 0.05 <0.05 

全りん 0.003 <0.003 

全亜鉛 0.001 <0.001 

ノニルフェノール 0.00006 <0.00006 

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びそ

の塩(LAS) 
0.0006 <0.0006 

底層DO 0.5 <0.5 

健

 

康

 

項

 

目 

カドミウム 

昭和 46年 12月 28日付け環境庁告示第 59 号別表１に掲げる

方法 

0.0003 <0.0003 

全シアン 0.1 ND 

鉛 0.005 <0.005 

六価クロム 0.01 <0.01 

ひ素 0.005 <0.005 

総水銀 0.0005 <0.0005 

アルキル水銀 0.0005 ND 

ＰＣＢ 0.0005 ND 

ジクロロメタン 0.002 <0.002 

四塩化炭素 0.0002 <0.0002 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.0004 <0.0004 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.002 <0.002 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.004 <0.004 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.0005 <0.0005 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.0006 <0.0006 

トリクロロエチレン 0.001 <0.001 

テトラクロロエチレン 0.0005 <0.0005 

1,3-ジクロロプロペン 0.0002 <0.0002 

チウラム 0.0006 <0.0006 

シマジン 0.0003 <0.0003 

チオベンカルブ 0.002 <0.002 

ベンゼン 0.001 <0.001 

セレン 0.002 <0.002 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 0.03 <0.03 

ふっ素 0.08 <0.08 

ほう素 0.03 <0.03 

1,4-ジオキサン 0.005 <0.005 
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測定項目 測定方法 
報告下限値 

（mg/L） 

左記未満 

の表記 

そ

 

の

 

他

 

項

 

目 

銅 
日本産業規格（以下「JIS」という。）K0102-3の11.3、11.5

又は11.6に定める方法 
0.01 <0.01 

溶解性鉄 

JIS M0202の33.a).2)又は32.a).3)及び JIS K0102-3の16.3又

は 16.5 に定める方法若しくはこれらと同等程度と認められる

方法 

0.01 <0.01 

溶解性マンガン 
JIS M0202の33.a).2)又は32.a).3)及びJIS K0102-3の15.2,15.4

又は15.5に定める方法 
0.01 <0.01 

総クロム JIS K0102-3の24.2に定める方法 0.03 <0.03 

アンモニア性窒素 

海洋観測指針及び上水試験方法に掲げる方法若しくは 

JIS K0102-2の13.4又は13.6に定める方法により測定された

アンモニウムイオン濃度に換算係数0.7766を乗じたもの 

0.02 <0.02 

りん酸態りん 
海洋観測指針及びJIS K0102-2の18.2により測定されたリン酸

イオン濃度に換算係数0.3261を乗じたもの 
0.01 <0.01 

塩化物イオン（河川に限る）  JIS K0102-2の6に定める方法 － － 

塩分 海洋観測指針5.3(サリノメータ-による方法)に掲げる方法 － － 

クロロフィルａ 
海洋観測指針及び上水試験方法又は河川水質試験方法(案)（平

成21年３月国土交通省水質連絡会）に掲げる方法 
0.2（μg/L） <0.2 

トリハロメタン生成能 平成７年６月16日付け環境庁告示第30号別表に掲げる方法 0.0005 <0.0005 

透明度 海洋観測指針に掲げる方法 － － 

全有機炭素(TOC) 
平成24年３月30日付け環水大水発第120330018号に掲げる

方法 
0.3 <0.3 

要

 

監

 

視

 

項

 

目 

クロロホルム 

平成５年４月28日付け環水規第121号別表に掲げる方法 

0.0006 <0.0006 

ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.004 <0.004 

1,2-ジクロロプロパン 0.006 <0.006 

p-ジクロロベンゼン 0.02 <0.02 

イソキサチオン 0.0008 <0.0008 

ダイアジノン 0.0005 <0.0005 

フェニトロチオン(MEP) 0.0003 <0.0003 

イソプロチオラン 0.004 <0.004 

オキシン銅(有機銅) 0.004 <0.004 

クロロタロニル(TPN) 0.004 <0.004 

プロピザミド 0.0008 <0.0008 

ＥＰＮ 0.0006 <0.0006 

ジクロルボス(DDVP) 0.001 <0.001 

フェノブカルフﾞ(BPMC) 0.002 <0.002 

イプロベンホス(IBP) 0.0008 <0.0008 

クロルニトロフェン(CNP) 0.0001 <0.0001 

トルエン 0.06 <0.06 

キシレン 0.04 <0.04 

フタル酸ジエチルヘキシル 0.006 <0.006 

ニッケル 0.005 <0.005 

モリブデン 0.01 <0.01 
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測定項目 測定方法 
報告下限値 

（mg/L） 

左記未満 

の表記 

要

 

監

 

視

 

項

 

目 

アンチモン 

平成16年３月31日付け環水企発第040331003号・環水土発

第040331005号別表に掲げる方法 

0.002 <0.002 

塩化ビニルモノマー 0.0002 <0.0002 

エピクロロヒドリン 0.0001 <0.0001 

全マンガン 0.02 <0.02 

ウラン 0.0002 <0.0002 

フェノール 
平成 15年11月５日付け環水企発第031105001号・環水管発

第031105001号別表３に掲げる方法 

0.001 <0.001 

ホルムアルデヒド 0.003 <0.003 

4-t-オクチルフェノール 

平成 25年３月27日付け環水大水発第 1303272 号別表３に掲

げる方法 

0.0001 <0.0001 

アニリン 0.002 <0.002 

2,4-ジクロロフェノール 0.0003 <0.0003 

ペルフルオロオクタンスルホ

ン酸（PFOS）及びペルフルオ

ロオクタン酸（PFOA） 

令和２年５月 28 日付け環水大水第 2005281 号別表２に掲げ

る方法 
5(ng/L) <5 

備考 

１ 上表に掲げる報告下限値は、定量下限値と同じ数値とする。 

２ 数値の取り扱いについては「環境基本法に基づく水質環境基準の類型指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理

基準（平成13年環水企第92号）」による。 
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別図１

高梁川水域、高屋川、里見川及び小田川
測定地点図
◉は環境基準点
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別図１ 別図２

落合大橋

- 17-



別図２ 別図３
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周匝橋
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別図３ 別図４

新
稔
橋

- 19-



別図４ 別図５
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別図７ 別図８
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令和７年度地下水の水質測定計画（案） 

 

１ 目 的 

令和７年度における岡山県内の地下水の水質の汚濁の状況を常時監視するため、水質汚

濁防止法第 16条の規定に基づき水質測定計画を定める。 

 

２ 調査種別 

(1) 概況調査 

地域の全体的な地下水質の概況を把握するため、調査を実施する。 

(2) 継続監視調査 

概況調査等により汚染が確認された地域における地下水の状況を把握するため、継続

的に調査を実施する。 

 

３ 測定機関 

  岡山県、岡山市及び倉敷市 

 

４ 測定地点、測定項目及び頻度等 

  概況調査 31 地点、継続監視調査４地点において、別表５のとおり実施する。なお、測

定地点の位置図は別図９のとおりである。 

(1) 測定地点の概要 

区 分 岡山県 岡山市 倉敷市 合 計 

概況調査 19 6 6 31 

継続監視調査 2 1 1 4 

合 計 21 7 7 35 

   ※概況調査はローリング方式により実施する。 

※継続監視調査の内訳 

岡  山  県：揮発性有機化合物（２地点） 

岡 山 市：揮発性有機化合物（１地点） 

倉 敷 市：揮発性有機化合物（１地点） 

(2) 測定項目及び測定頻度 

ア 概況調査 

環境基準の全項目を年１回測定する。 

要監視項目は、２地点で年１回測定する。 

イ 継続監視調査 

環境基準の超過項目等を、年１～２回測定する。 
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５ 測定方法 

ア 測定方法及び報告下限値は、別表６のとおりとする。 

イ 採水日は、前日の天候が比較的安定している日を選ぶ。 

ウ 採水位置は、表層（水面下 0.5ｍ）からとする。ただし、打ち込み井戸等において

揚水ポンプを使用している場合は、流水を採水する。 

 

６ 結果通知等 

岡山市及び倉敷市は、水質測定が終了したときは、電子ファイル形式により測定結果を

岡山県に通知する。 

なお、環境基準項目が基準値を超過した場合は、直ちに、岡山県に通報する。 

 

７ 緊急時対応 

(1) 汚染井戸発見時 

概況調査により新たに発見された汚染や事業者からの報告等により新たに明らかにな

った汚染については、その汚染範囲を確認するために汚染井戸周辺地区調査を実施する

ものとし、その水質測定計画については事案ごとに別途作成する。 

(2) 災害等発生時 

新たな汚染やその拡散が懸念されるため事案が発生したときは、緊急的なモニタリン

グを必要に応じ実施するものとし、これに係る水質測定計画は、それぞれの事案に応じ

別途作成するものとする。 
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別表５　測定地点、測定項目及び頻度（地下水）　その１　概況調査

1 玉野市田井 N-21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 岡山県

2 備前市香登本 R-16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

3 瀬戸内市邑久町尾張 Q-18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

4 赤磐市二井 P-15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

5 吉備中央町上竹 I-13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

6 笠岡市大冝 E-21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

7 井原市木之子町 E-19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

8 総社市山田 H-17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

9 高梁市備中町平川 C-14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

10 新見市西方 D-10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

11 浅口市金光町上竹 H-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

12 早島町早島 L-19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

13 津山市加茂町行重 P-06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

14 真庭市阿口 H-09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

15 美作市梶並 T-07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

16 鏡野町杉 M-05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

17 久米南町上弓削 N-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

18 奈義町高円 S-06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

19 新庄村 F-05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

20 岡山市北区宿本町 N-17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 岡山市

21 岡山市北区川入 L-18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

22 岡山市南区西市 M-18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

23 岡山市中区倉田 N-18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

24 岡山市東区松新町 O-18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

25 岡山市中区江崎 N-19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

26 倉敷市玉島柏島 H-21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 倉敷市

27 倉敷市真備町辻田 I-18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

28 倉敷市児島田の口 L-22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

29 倉敷市阿知 J-19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

30 倉敷市藤戸町天城 K-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃

31 倉敷市連島町西之浦 I-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 〃
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別表５　測定地点、測定項目及び頻度（地下水）　その２　継続監視調査

1 高梁市成羽町成羽 F-15 1 1 1 ① ① 岡山県 H10 発

2 井原市高屋町 D-19 2 2 2 2 ② 〃 H21 不明

3 岡山市東区竹原 P-17 1 ① 1 1 1 1 1 1 岡山市 R4 不明

4 倉敷市児島唐琴 L-22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ① 1 1 倉敷市 H11 不明

注１）測定項目中の○は、汚染の発見時において環境基準を超過していた項目を示す。
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注２）備考欄の「発」は汚染源である工場又は事業場が特定されているもの、「自然」は自然的原因によるものと推定、「不明」は調査の結果、原因不明だったもの、
      「調査中」は調査実施中を示す。
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別表６ 測定方法及び報告下限値（地下水） 

測定項目 測定方法 
報告下限値 

（mg/L） 

左記未満 

の表記 

環  

境  

基  

準  

項  

目 

カドミウム 

平成９年３月13日付け環境庁告示第10号別表に掲げ

る方法 

0.0003 <0.0003 

全シアン 0.1 ND 

鉛 0.005 <0.005 

六価クロム 0.01 <0.01 

ひ素 0.005 <0.005 

総水銀 0.0005 <0.0005 

アルキル水銀 0.0005 ND 

ＰＣＢ 0.0005 ND 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.002 <0.002 

四塩化炭素 0.0002 <0.0002 

クロロエチレン 

（別名塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ） 
0.0002 <0.0002 

1,2-ジクロロエタン 0.0004 <0.0004 

1,1-ジクロロエチレン 0.002 <0.002 

1,2-ジクロロエチレン 0.004 <0.004 

1,1,1-トリクロロエタン 0.0005 <0.0005 

1,1,2-トリクロロエタン 0.0006 <0.0006 

トリクロロエチレン 0.001 <0.001 

テトラクロロエチレン 0.0005 <0.0005 

1,3-ジクロロプロペン 0.0002 <0.0002 

チウラム 0.0006 <0.0006 

シマジン 0.0003 <0.0003 

チオベンカルブ 0.002 <0.002 

ベンゼン 0.001 <0.001 

セレン 0.002 <0.002 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 0.03 <0.03 

ふっ素 0.08 <0.08 

ほう素 0.03 <0.03 

1,4-ジオキサン 0.005 <0.005 
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測定項目 測定方法 
報告下限値 

（mg/L） 

左記未満 

の表記 

要

 

監

 

視

 

項

 

目 

クロロホルム 

平成5年4月28日付け環水規第121号別表に掲げる方法 

0.006 <0.006 

1,2-ジクロロプロパン 0.006 <0.006 

p-ジクロロベンゼン 0.02 <0.02 

イソキサチオン 0.0008 <0.0008 

ダイアジノン 0.0005 <0.0005 

フェニトロチオン(MEP) 0.0003 <0.0003 

イソプロチオラン 0.004 <0.004 

オキシン銅(有機銅) 0.004 <0.004 

クロロタロニル(TPN) 0.004 <0.004 

プロピザミド 0.0008 <0.0008 

ＥＰＮ 0.0006 <0.0006 

ジクロルボス(DDVP) 0.001 <0.001 

フェノブカルブ(BPMC) 0.002 <0.002 

イプロベンホス(IBP) 0.0008 <0.0008 

クロルニトロフェン(CNP) 0.0001 <0.0001 

トルエン 0.06 <0.06 

キシレン 0.04 <0.04 

フタル酸ジエチルヘキシル 0.006 <0.006 

ニッケル 0.005 <0.005 

モリブデン 0.01 <0.01 

アンチモン 

平成16年3月31日付け環水企発第040331003号環水

土発第040331005号別表に掲げる方法 

0.002 <0.002 

エピクロロヒドリン 0.0001 <0.0001 

全マンガン 0.02 <0.02 

ウラン 0.0002 <0.0002 

ペルフルオロオクタンスルホ

ン酸（PFOS）及びペルフルオ

ロオクタン酸（PFOA） 

令和２年５月28日付け環水大水発第2005281号・環水大土発

第2005282号別表２に掲げる方法 
5(ng/L) <5 

備考 

１ 上表に掲げる報告下限値は、定量下限値と同じ数値とする。 

２ 数値の取り扱いについては「環境基本法に基づく水質環境基準の類型指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等

の処理基準（平成13年環水企第92号）」による。 
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別図９　令和７年度地下水水質調査地点図
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令和６年度測定計画からの主な変更点 

１ 公共用水域水質測定計画に係るもの 

  海域における要監視項目測定地点の変更（別表３） 

地点名 変更内容 変更理由 

神島御崎沖 

錦海湾 

PFOS 及び PFOA 並びにウラン以外の要監

視項目 30項目の測定地点の変更 

（R6神島御崎沖→R7錦海湾） 

令和３年度以降、当該測定項目は、

神島御崎沖、錦海湾、大多府東南沖

の３地点で１年ごとにローリング

調査することとしているため。 

吉井川河口部 

別荘沖 

PFOS及び PFOA、ウラン、全マンガン、エ

ピクロロヒドリン及び EPN以外の要監視

項目 27項目の測定地点の変更 

（R6吉井川河口部→R7別荘沖） 

令和５年度以降、当該測定項目は、

旭川河口部、吉井川河口部、別荘沖

の３地点で１年ごとにローリング

調査することとしているため。 

 

２ 地下水の水質測定計画に係るもの 

  継続監視地点における測定回数又は測定項目の変更（別表５） 

地点名 変更内容 変更理由 

F-15 

(高梁市成羽町成羽) 

① 測定回数の低減（年２回→年１回） 

② 測定項目の削減（12項目→４項目） 

（表１のとおり） 

10年以上環境基準を満たしており、

また、削減を予定する測定項目は検

出されていないため。 

L-22 

(倉敷市児島唐琴) 

測定項目にクロロエチレン（塩化ビニル

モノマー）を追加 

過去から測定を実施していたが、測

定計画に記載していなかったため。 

 

表 1 継続監視地点 F-15（高梁市成羽町成羽）における変更内容 

 

地 
 

点 
 

名 

 

測 

定 

回 

数 

測  定  項  目 

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン 

四
塩
化
炭
素 

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

（
塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー
） 

１
・
２
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン 

１
・
１
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

１
・
２
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

１
・
１
・
１
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン 

１
・
１
・
２
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン 

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

１
・
３
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン 

ベ
ン
ゼ
ン 

F-15 
(高梁市成羽町成羽) 

２ 

→ 

１ 

２ 

→ 

０ 

２ 

→ 

０ 

２ 

→ 

１ 

２ 

→ 

０ 

２ 

→ 

１ 

２ 

→ 

１ 

２ 

→ 

０ 

２ 

→ 

０ 

２ 

→ 

１ 

２ 

→ 

０ 

２ 

→ 

０ 

２ 

→ 

０ 

 

参考 

- 31- 



公共用水域の環境基準等 

Ⅰ 人の健康の保護に関する環境基準 

項 目 環境基準 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.02mg/L 以下 

ひ素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと 

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 
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Ⅱ 生活環境の保全に関する環境基準 

１ 河川 

（1）河川（湖沼を除く。） 

ア 

  項目 
 

類型 

基準値 

水素イオン 
濃    度 
（ｐＨ） 

生物化学的 
酸素要求量 
（ＢＯＤ） 

浮遊物質量 
（ＳＳ） 

溶存酸素量 
（ＤＯ） 

大腸菌数備考１ 

ＡＡ 
6.5 以上 
8.5 以下 

1mg/L 以下 25mg/L 以下 7.5mg/L 以上 
20CFU/ 

100mL 以下備考２ 

Ａ 
6.5 以上 
8.5 以下 

2mg/L 以下 25mg/L 以下 7.5mg/L 以上 
300CFU/ 

100mL 以下 

Ｂ 
6.5 以上 
8.5 以下 

3mg/L 以下 25mg/L 以下 5mg/L 以上 
1,000CFU/ 
100mL 以下 

Ｃ 6.5 以上 
8.5 以下 

5mg/L 以下 50mg/L 以下 5mg/L 以上 － 

Ｄ 
6.0 以上 
8.5 以下 8mg/L 以下 100mg/L 以下 2mg/L 以上 － 

Ｅ 
6.0 以上 
8.5 以下 

10mg/L 以下 
ごみ等の浮
遊が認めら
れないこと。 

2mg/L 以上 － 

備考１ 水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間大腸菌数の項目の基準値は適用し 

ない（湖沼、海域もこれに準ずる。） 

備考２ 水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）に 

ついては、大腸菌数 100CFU/100ml 以下とする。 

 

イ 

    項目 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 
ノニルフェ

ノール 

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽ

ﾙﾎﾝ酸及びその塩 

生物 

Ａ 

イワナ、サケマス等比較的低温域

を好む水生生物及びこれらの餌生

物が生息する水域 

0.03mg/L 

以下 

0.001mg/L 

以下 

0.03mg/L 

以下 

生物 

特Ａ 

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄

に掲げる水生生物の産卵場（繁殖

場）又は幼稚仔の生育場として特

に保全が必要な水域 

0.03mg/L 

以下 

0.0006mg/L 

以下 

0.02mg/L 

以下 

生物 

Ｂ 

コイ、フナ等比較的高温域を好む

水生生物及びこれらの餌生物が生

息する水域 

0.03mg/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 

0.05mg/L 

以下 

生物 

特Ｂ 

生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、

生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産

卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育

場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 

0.04mg/L 

以下 
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（2）湖沼（天然湖沼及び貯水量 1,000 万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が 

４日間以上である人工湖） 

ア 

 項目 
 

類型 

基準値 

水素イオン 
濃    度 
（ｐＨ） 

化  学  的 
酸素要求量 
（ＣＯＤ） 

浮遊物質量 
（ＳＳ） 

溶存酸素量 
（ＤＯ） 

大腸菌数 

ＡＡ 
6.5 以上 
8.5 以下 

1mg/L 以下 1mg/L 以下 7.5mg/L 以上 
20CFU/ 

100mL 以下備考１ 

Ａ 
6.5 以上 
8.5 以下 3mg/L 以下 5mg/L 以下 7.5mg/L 以上 

300CFU/ 
100mL 以下備考２ 

Ｂ 
6.5 以上 
8.5 以下 5mg/L 以下 15mg/L 以下 5mg/L 以上 － 

Ｃ 
6.0 以上 
8.5 以下 

8mg/L 以下 
ごみ等の浮
遊が認めら
れないこと。 

2mg/L 以上 － 

備考１ 水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除 

く。）については、大腸菌数 100CFU/100ml 以下とする。 

備考２ 水道３級を利用目的としている地点（水浴又は水道２級を利用目的としている地点 

   を除く。）については、大腸菌数 1,000CFU/100ml 以下とする。 

 

イ 

  項目 
 

類型 

基準値 

 

全窒素 全りん 

Ⅰ 0.1mg/L 以下 0.005mg/L 以下 

Ⅱ 0.2mg/L 以下 0.01mg/L 以下 

Ⅲ 0.4mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

Ⅳ 0.6mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

Ⅴ 1mg/L 以下 0.1mg/L 以下 
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ウ 

    項目 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 
ノニルフェ

ノール 

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽ

ﾙﾎﾝ酸及びその塩 

生物 

Ａ 

イワナ、サケマス等比較的低温域

を好む水生生物及びこれらの餌生

物が生息する水域 

0.03mg/L 

以下 

0.001mg/L 

以下 

0.03mg/L 

以下 

生物 

特Ａ 

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄

に掲げる水生生物の産卵場（繁殖

場）又は幼稚仔の生育場として特

に保全が必要な水域 

0.03mg/L 

以下 

0.0006mg/L 

以下 

0.02mg/L 

以下 

生物 

Ｂ 

コイ、フナ等比較的高温域を好む

水生生物及びこれらの餌生物が生

息する水域 

0.03mg/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 

0.05mg/L 

以下 

生物 

特Ｂ 

生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、

生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産

卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育

場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 

0.04mg/L 

以下 

 

エ 

 項目 
 

類型 
水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

底層溶存酸素量 
（底層ＤＯ） 

生物１ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる

場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性

の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 

4.0mg/L 以上 

生物２ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生

物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階にお

いて貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産で

きる場を保全・再生する水域 

3.0mg/L 以上 

生物３ 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる

場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の

高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無

生物域を解消する水域 

2.0mg/L 以上 
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２ 海域 

ア 

   項目 
 

類型 

基準値 

水素イオン 
濃   度 
（ｐＨ） 

化  学  的 
酸素要求量 
（ＣＯＤ） 

溶存酸素量 
（ＤＯ） 大腸菌数 

ｎ－ヘキサン
抽出物質 

（油分等） 

Ａ 7.8 以上 
8.3 以下 

2mg/L 以下 7.5mg/L 以上 300CFU/ 
100mL 以下備考 

検 出 さ れ
ないこと。 

Ｂ 
7.8 以上 
8.3 以下 

3mg/L 以下 5mg/L 以上 － 
検 出 さ れ
ないこと。 

Ｃ 7.0 以上 
8.3 以下 

8mg/L 以下 2mg/L 以上 － － 

備考 自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数 20CFU/100ml 以下とする。 

 

イ 

    項目 

類型 

基準値 

 

全窒素 全りん 

Ⅰ 0.2mg/L 以下 0.02mg/L 以下 

Ⅱ 0.3mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

Ⅲ 0.6mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

Ⅳ 1mg/L 以下 0.09mg/L 以下 

 

ウ 

    項目 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 
ノニルフェ

ノール 

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽ

ﾙﾎﾝ酸及びその塩 

生物 

Ａ 
水生生物の生息する水域 

0.02mg/L 

以下 

0.001mg/L 

以下 

0.01mg/L 

以下 

生物 

特Ａ 

生物Ａの水域のうち、水生生物の

産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生

育場として特に保全が必要な水

域 

0.01mg/L 

以下 

0.0007mg/L 

以下 

0.006mg/L 

以下 
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エ 

 項目 
 

類型 
水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

底層溶存酸素量 
（底層ＤＯ） 

生物１ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる

場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性

の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 

4.0mg/L 以上 

生物２ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生

物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階にお

いて貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産で

きる場を保全・再生する水域 

3.0mg/L 以上 

生物３ 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる

場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の

高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無

生物域を解消する水域 

2.0mg/L 以上 
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Ⅲ 要監視項目 

（1）人の健康の保護に関する要監視項目及び指針値 

※暫定指針値  

 

項目 指針値 

クロロホルム 0.06mg/L 以下 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,2-ジクロロプロパン 0.06mg/L 以下 

ｐ－ジクロロベンゼン 0.2mg/L 以下 

イソキサチオン 0.008mg/L 以下 

ダイアジノン 0.005mg/L 以下 

フェニトロチオン（ＭＥＰ） 0.003mg/L 以下 

イソプロチオラン 0.04mg/L 以下 

オキシン銅（有機銅） 0.04mg/L 以下 

クロロタロニル（ＴＰＮ） 0.05mg/L 以下 

プロピザミド 0.008mg/L 以下 

ＥＰＮ 0.006mg/L 以下 

ジクロルボス（ＤＤＶＰ） 0.008mg/L 以下 

フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） 0.03mg/L 以下 

イプロベンホス（ＩＢＰ） 0.008mg/L 以下 

クロルニトロフェン（ＣＮＰ） － 

トルエン 0.6mg/L 以下 

キシレン 0.4mg/L 以下 

フタル酸ジエチルヘキシル 0.06mg/L 以下 

ニッケル － 

モリブデン 0.07mg/L 以下 

アンチモン 0.02mg/L 以下 

塩化ビニルモノマー 0.002mg/L 以下 

エピクロロヒドリン 0.0004mg/L 以下 

全マンガン 0.2mg/L 以下 

ウラン 0.002mg/L 以下 

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び 

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） 
50ng/L 以下※ 
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（2）水生生物の保全に関する要監視項目及び指針値 

項目 水域 類型 指針値 

クロロホルム 

河川及び湖沼 

生物 Ａ 0.7mg/L 以下 

生物特Ａ 0.006mg/L 以下 

生物 Ｂ 3mg/L 以下 

生物特Ｂ 3mg/L 以下 

海域 
生物 Ａ 0.8mg/L 以下 

生物特Ａ 0.8mg/L 以下 

フェノール 

河川及び湖沼 

生物 Ａ 0.05mg/L 以下 

生物特Ａ 0.01mg/L 以下 

生物 Ｂ 0.08mg/L 以下 

生物特Ｂ 0.01mg/L 以下 

海域 
生物 Ａ 2mg/L 以下 

生物特Ａ 0.2mg/L 以下 

ホルムアルデヒド 

河川及び湖沼 

生物 Ａ 1mg/L 以下 

生物特Ａ 1mg/L 以下 

生物 Ｂ 1mg/L 以下 

生物特Ｂ 1mg/L 以下 

海域 
生物 Ａ 0.3mg/L 以下 

生物特Ａ 0.03mg/L 以下 

4-t-オクチルフェノール 

河川及び湖沼 

生物 Ａ 0.001mg/L 以下 

生物特Ａ 0.0007mg/L 以下 

生物 Ｂ 0.004mg/L 以下 

生物特Ｂ 0.003mg/L 以下 

海域 
生物 Ａ 0.0009mg/L 以下 

生物特Ａ 0.0004mg/L 以下 

 アニリン 

河川及び湖沼 

生物 Ａ 0.02mg/L 以下 

生物特Ａ 0.02mg/L 以下 

生物 Ｂ 0.02mg/L 以下 

生物特Ｂ 0.02mg/L 以下 

海域 
生物 Ａ 0.1mg/L 以下 

生物特Ａ 0.1mg/L 以下 

 2,4-ジクロロフェノール 

河川及び湖沼 

生物 Ａ 0.03mg/L 以下 

生物特Ａ 0.003mg/L 以下 

生物 Ｂ 0.03mg/L 以下 

生物特Ｂ 0.02mg/L 以下 

海域 
生物 Ａ 0.02mg/L 以下 

生物特Ａ 0.01mg/L 以下 
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４ 環境基準類型指定状況
(1) ＢＯＤ、ＣＯＤ等

区 該当 達成
水 域 名 あ て は め 水 域 名 類 型 指 定 年 月 日

分 類型 期間

高梁川上流 Ａ イ S45. 9. 1（閣議決定）
（新見市昭和橋より上流）

（改訂前 Ｂイ）〃 中流 Ａ イ 〃（新見市昭和橋か
H20.3.28改訂ら成羽川合流点まで）
（岡山県告示第173号）

〃 中流 Ａ イ S45. 9. 1（閣議決定）
（ ）成羽川合流点から湛井堰まで

〃 下流 Ｂ イ 〃
（湛井堰より下流）

西 川 Ａ イ S54. 4. 6（全域）
高 梁 川 （岡山県告示第330号）

小坂部川 Ａ イ S45. 9. 1（閣議決定）（全域）
河

有 漢 川 Ａ イ 〃（全域）

成 羽 川 Ａ イ 〃（全域）

小田川上流 Ａ イ 〃
（淀平堰より上流）

（改訂前 Ｃロ）〃 下流 Ｂ イ 〃
S49. 5.10改訂（淀平堰より下流）
（岡山県告示第550号）

美 山 川 Ａ イ S49. 5.10（星田川を含む）
（岡山県告示第549号）

里 見 川 Ｄ イ S45. 9. 1（閣議決定）（全域）

川 旭川上流 ＡＡ イ S46. 5.25（閣議決定）（湯原ダムより上流）

〃 中流 Ａ イ 〃
（湯原ダムから乙井手堰まで）

〃 下流 Ｂ ロ 〃（乙井手堰より下流）
旭 川

新 庄 川 Ａ イ S53. 4.18（全域）
（岡山県告示第332号）

百 間 川 Ｃ ハ S46. 5.25（閣議決定）（全域）

砂 川 Ｂ ロ S51. 4.23（全域）
（岡山県告示第365号）

吉井川上流 Ａ イ S46. 5.25（閣議決定）（ ）嵯峨堰より上流

〃 中･下流 Ｂ ロ 〃（嵯峨堰より下流）

加 茂 川 Ａ イ S52. 4.22（全域）
（岡山県告示第347号）

吉 井 川 梶 並 川 Ａ イ S48. 4.17（全域）
（岡山県告示第424号）

滝 川 Ｂ ロ 〃（全域）

吉 野 川 Ａ イ 〃（全域）

金 剛 川 Ａ ロ 〃（全域）
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区 該当 達成
水 域 名 あ て は め 水 域 名 類 型 指 定 年 月 日

分 類型 期間

笹ヶ瀬川 Ｂ ハ S49. 5.10（全域）
（岡山県告示第549号）

河 足守川上流 Ａ ハ 〃
（前川合流点より上流）笹ヶ瀬川

足守川下流 Ｂ イ 〃
（前川合流点より下流）

倉 敷 川 倉 敷 川 Ｃ ハ 〃（流入支川を含む）

川 芦 田 川 高 屋 川 Ａ ハ S50. 5.13（ ）岡山県の区域内全域
（岡山県告示第571号）

伊 里 川 伊 里 川 Ｂ ロ 〃（大谷川を含む）

湖 児 島 湖 児 島 湖 Ｂ ハ S46. 5.25（閣議決定）
沼

玉島港区 Ｃ イ S45. 9. 1（閣議決定）（ ）別記１の水域

水島港区 Ｃ イ 〃（ ）別記２の水域

水 島 水島地先海域(甲) Ｂ イ 〃
（ ）別記３の水域

海 〃 (乙) Ａ イ 〃
（ ）別記４の水域

児島湾(甲) Ｃ ロ S46. 5.25（閣議決定）（ ）別記５の水域

児 島 湾 〃 (乙) Ｂ ロ 〃（ ）別記６の水域

〃 (丙) Ａ イ 〃（ ）別記７の水域

備讃瀬戸 備讃瀬戸 Ａ イ S49. 5.13（ ）別記８の水域
域 （環境庁告示第39号）

Ａ イ S48. 4.17
牛窓地先 牛窓地先海域 （岡山県告示第424号）（ ）別記９の水域

（地名変更）海 域 H16.10.29改訂
（岡山県告示第617号）

播 磨 灘 播磨灘北西部 Ａ ロ S49. 5.13（ ）別記10の水域
北 西 部 （環境庁告示第39号）

（備考） 達成期間の分類は、次のとおりである。
イ：直ちに達成
ロ：５年以内で可及的速やかに達成
ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

別記
１ 玉島灯台と浦賀玉島ヂーゼル工業株式会社敷地西北端を結んだ線より北方の海域
（玉島港区）

２ 川崎製鉄株式会社敷地東南端と宮鼻南端を結んだ線より北方の海域（水島港区）

、 、 、 、 、 、３ 灯籠崎南端 上濃地島北端 太濃地島東端 イザノロジ島南端 上水島北端 下水島北端
寄島南端及び青佐鼻東端を順次に結んだ線より北方の海域であって、水島港区及び玉島港区
に係る部分を除いたもの （水島地先海域(甲)）。

４ 水島港区、玉島港区及び水島地先海域(甲)に係る海域を除く水島地先海域（水島地先海域
(乙)）
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５ 岡山市海岸通１丁目３番地の13と岡山市飽浦340番地を結ぶ線、児島湖えん堤および陸岸に
より囲まれた海域（児島湾(甲)）

６ 岡山市西大寺正儀5203番地と岡山市小串321番地を結ぶ線、児島湖えん堤および陸岸により
囲まれた海域であって、児島湾(甲)に係る部分を除いたもの（児島湾(乙)）

７ 岡山市西大寺宝伝赤石3257番地の２から玉野市沼灰山1015番地の１に至る陸岸の地先海岸
であって、児島湾(甲)、および児島湾(乙)に係る部分を除いたもの（児島湾(丙)）

８ 玉野市出埼と香川県井島ヘガラ埼を結ぶ線、同島鞍掛鼻と同県豊島ダーダガ鼻を結ぶ線、
同島礼田埼と高松市長崎鼻を結ぶ線、福山市狐埼と広島県宇治島西端を結ぶ線、同島南端と
香川県三埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって箕島町地先海域、番の州泊地、坂
出港、高松港、詰田川尻並びに昭和45年９月１日閣議決定の水島港区、玉島港区、水島地先
海域(甲)及び水島地先海域(乙)に係る部分を除いたもの（備讃瀬戸）

９ 瀬戸内市邑久町福谷5288番地から岡山市西大寺宝伝字赤石3257番地の２に至る陸岸の地先
海域（牛窓地先海域）

10 相生市金ヶ埼と兵庫県西島手繰干埼を結ぶ線、同地点と香川県小豆島藤埼を結ぶ線、同地
点と岡山県稲鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域（播磨灘北西部）

(2) 児島湖－全窒素、全りん

区 該当
水 域 名 あてはめ水域名 達 成 期 間 類 型 指 定 年 月 日

分 類型

湖 段階的に暫定目 S62. 3.10
児 島 湖 児島湖 Ⅴ 標(注)を達成し （岡山県公告第165号）

つつ環境基準の H 4. 3.27 一部改正
沼 可及的速やかな （岡山県公告第177号）

達成に努める。

（ 注 ） 暫定目標は、湖沼水質保全特別措置法第４条第１項の規定による湖沼水質保
全計画に定める全窒素及び全りんの水質目標値である。
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(3) 海域－全窒素、全りん

区 該当 達成
あ て は め 水 域 名 類型指定年月日 備 考

分 類型 期間

水島港区 Ⅲ イ（別記１）

水島地先海域 Ⅱ イ H 9. 4.28（別記２）
（環境庁告示第19号） 備讃瀬戸

（※）備讃瀬戸（イ） Ⅱ イ H15. 3.27改訂（別記３）
（環境省告示第35号） 水 域

海 備讃瀬戸（ロ） Ⅱ イ（別記４）

備讃瀬戸（ハ） Ⅱ イ（別記５）

児島湾 Ⅳ イ H10. 3.20（別記６）
（岡山県告示第190号）

（※）児島湾沖 Ⅱ イ H16. 2.27改訂（別記７）
域 （岡山県告示第105号）

（地名変更）牛窓地先海域 Ⅱ イ H16.10.29改訂（別記８）
（岡山県告示第618号）

播磨灘北西部 Ⅱ イ H 9. 4.28（別記９）
（環境庁告示第19号） 播磨灘北
H15. 3.27改訂 西部水域（※）

（環境省告示第35号）

（備考）達成期間の分類は次のとおりとする。
イ：直ちに達成。
ロ：５年以内で可及的速やかに達成。
ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成。
ニ：段階的に暫定目標を達成しつつ環境基準の可及的速やかな達成に努める。

（※）海域の全窒素、全りんについては、平成15年3月27日付け環境省告示第35号
及び平成16年2月27日付け岡山県告示第105号で達成期間が改正され、暫定目標が
廃止された。

別記
１ 倉敷市川崎製鉄株式会社敷地東南端と同市宮の鼻南端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた
海域（水島港区）

２ 倉敷市灯籠崎南端と岡山県上濃地島北端を結ぶ線、同地点と同県大濃島東端を結ぶ線、
同地点と同県イザノロジ島南端を結ぶ線、同地点と同県上水島北端を結ぶ線、同地点と同県
下水島北端を結ぶ線、同地点と同県寄島南端を結ぶ線、同地点と同県寄島町青佐鼻東端を結
ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、水島港区に係る部分を除いたもの（水島地先海
域）

３ 玉野市出埼と香川県井島ヘラガ崎を結ぶ線、同島鞍掛鼻と同県豊島ダッダカ鼻を結ぶ線、
同島礼田埼と高松市長崎鼻を結ぶ線、倉敷市灯籠崎南端と香川県本島東端を結ぶ線、同地点
と坂出市砂弥島北端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域（備讃瀬戸(イ)）

、 、４ 倉敷市灯籠崎南端と香川県本島東端を結ぶ線 同島カブラサキ鼻と同県広島東端を結ぶ線
同島西端と岡山県真鍋島東端を結ぶ線、同島南端と同県六島北端を結ぶ線、同島南端と同地
点から南西方5,900m地点（北緯34度16分59秒、東経133度30分56秒。以下「Ａ点」という ）。
を結ぶ線、同地点と広島県宇治島南端を結ぶ線、同県西端と福山市狐埼を結ぶ線及び陸岸に
より囲まれた海域であって、水島港区、水島地先海域及び箕島町地先海域に係る部分を除い
たもの（備讃瀬戸(ロ)）

、 、５ 坂出市砂弥島北端と香川県本島東端を結ぶ線 同島カブラサキ鼻と同県広島東端を結ぶ線
同島西端と岡山県真鍋島東端を結ぶ線、同島南端と同島六島北端を結ぶ線、同島南端とＡ点
を結ぶ線、同地点と香川県三埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域（備讃瀬戸(ハ)）
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６ 岡山市西大寺正儀5203番地と岡山市小串321番地とを結ぶ線、児島湖えん堤及び陸岸により
囲まれた海域（児島湾）

７ 岡山市西大寺宝伝字赤石3257番地の２から玉野市沼灰山1015番地の１に至る陸岸の地先海
域であって、児島湾に係る部分を除いたもの（児島湾沖）

８ 瀬戸内市邑久町福谷5288番地から岡山市西大寺宝伝字赤石3257番地の２に至る陸岸の地先
海域（牛窓地先海域）

９ 相生市金ヶ埼と兵庫県西島手繰干埼を結ぶ線、同地点と香川県小豆島藤埼を結ぶ線、同地
点と岡山県猪ノ鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域（播磨灘北西部）

(4) 海域－水生生物保全項目

区 達成
あ て は め 水 域 名 該当類型 類型指定年月日 備 考

分 期間

海 備讃瀬戸 海生生物A イ H 27. 3.31 備讃瀬戸（別記１）
環境庁告示第51号 水 域（ ）

備讃瀬戸（イ） 海生生物 イ（別記２）
特A

域 播磨灘北西部 海生生物A イ 〃 播磨灘北（別記３）
西部水域

播磨灘北西部（イ 海生生物 イ）（別記４）
特A

（備考）達成期間の分類は次のとおりとする。
イ：直ちに達成。
ロ：５年以内で可及的速やかに達成。
ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成。
ニ：段階的に暫定目標を達成しつつ環境基準の可及的速やかな達成に努める。

別記
１ 玉野市出埼から香川県井島ヘラガ埼まで引いた線、同島鞍掛鼻から同県豊島ダーダガ鼻
まで引いた線、同島礼田埼から高松市長崎鼻まで引いた線、福山市狐埼から同市宇治島西端

、 、まで引いた線 同島南端から香川県三埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域であって
備讃瀬戸（イ）及び備讃瀬戸（ロ）に係る部分を除いたもの（備讃瀬戸）

２ 岡山県玉野市出埼と香川県井島ヘラガ埼を結ぶ線、同島鞍掛鼻と同県豊島ダーダガ鼻を
結ぶ線、同島礼田埼と同県高松市長崎鼻を結ぶ線、浦生漁港５号防波堤先端と同港４号防波
堤先端を結ぶ線、高松港（朝日・屋島）新川東防波堤先端、同港Ｇ地区１号防波堤北東角と
同港外防波堤北端を結ぶ線、同防波堤南端と高松港（玉藻）玉藻地区玉藻防波堤先端を結ぶ
線、同港西浜１号防波堤先端と同港西浜２号防波堤先端を結ぶ線、高松漁港９号防波堤先端
と同港８号防波堤先端を結ぶ線、高松港（弦打）貯木場東防波堤先端と同港貯木場北防波堤
先端を結ぶ線、高松港（神在）神在港東防波堤先端と同港神在港西防波堤先端を結ぶ線、高
松港（香西）香西港東防波堤先端と同港香西港西防波堤先端を結ぶ線、高松港（生島）岡組
護岸西角と同港生島北防波堤先端を結ぶ線、同港小坂東防波堤先端と同港生島防波堤先端を
結ぶ線、亀水漁港１号防波堤先端と同港２号防波堤先端を結ぶ線、木沢港関西物産桟橋先端
と同港１号突堤先端を結ぶ線、乃生漁港１号防波堤先端と同港２号防波堤先端を結ぶ線、同
県坂出市王越町乃生地先の陸地の地点（北緯34度22分32秒、東経133度53分16秒）と同地点
から西方3,510ｍの地点（北緯34度22分29秒、東経133度50分58秒）を結ぶ線、同地点と同地
点から南方1,590ｍの地点（北緯34度21分37秒、東経133度51分１秒）を結ぶ線、西浦（瀬居
島）漁港２号防波堤先端、同港１号防波堤先端と坂出港アジア共石東護岸北東角を結ぶ線、
北浦漁港１号防波堤先端と同港２号防波堤先端を結ぶ線、丸亀港富士見町２号護岸西端と同
港蓬莱町防波堤先端を結ぶ線、同港蓬莱町３号護岸西端と同港昭和町防波堤先端を結ぶ線、
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多度津港蛭子港２号防波堤先端と同港蛭子港１号防波堤先端を結ぶ線、同港常石造船北側護
岸西端と同港西防波堤先端を結ぶ線、同港昭和石油油槽所護岸南西角と同港西港町西防波堤
先端を結ぶ線、白方漁港第４防波堤先端と同港第３防波堤先端を結ぶ線、見立港（北）２号
防波堤先端と同港１号防波堤先端を結ぶ線、見立港（南）３号防波堤先端と同港４号防波堤
先端を結ぶ線、詫間港（詫間）水出Ａ護岸北東角と同港高谷防波堤３号先端を結ぶ線、詫間
港（高谷鼻）ゴマジリ地区１号防波堤先端と同港ゴマジリ地区２号防波堤先端を結ぶ線、詫
間港（新浜）新浜防波堤先端と同港須田一文字防波堤東端を結ぶ線、同防波堤西端と同港須
田防波堤先端を結ぶ線、船越港船越防波堤先端と同港船越２号防砂堤先端を結ぶ線、積漁港
３号防波堤先端と同港１号防波堤先端を結ぶ線、箱浦港竹生島防波堤先端と同港沖防波堤先
端を結ぶ線、同県三豊市三埼と広島県宇治島南端を結ぶ線、同島西端と同地点から北西方
4,890ｍの地点（北緯34度20分29秒、東経133度24分54秒）を結ぶ線、同地点と同地点から北
東方2,090ｍの地点（北緯34度21分31秒、東経133度25分21秒）を結ぶ線、同地点と同地点か
ら北東方9,820ｍの地点（北緯34度26分15秒、東経133度27分58秒）を結ぶ線、同地点と同地

（ 、 ）点から東方790ｍの岡山県笠岡市神島の陸地の地点 北緯34度26分28秒 東経133度28分25秒
を結ぶ線、笠岡港（神島外）西側防波堤先端と同港一文字防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北
端から引いた延長線上の同港中央部防波堤を結ぶ線、同防波堤東端と同港東側防波堤先端を
結ぶ線、笠岡港（瀬溝）東側防波堤先端から西方に引いた線上の護岸を結ぶ線、正頭漁港新
西側防波堤先端と同港一文字防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港東側防波堤先端を結
ぶ線、同港Ｂ防波堤先端と同港Ａ防波堤先端を結ぶ線、寄島漁港（三郎）三郎４号防波堤先
端と同港三郎カーテン式防波堤先端を結ぶ線、寄島漁港（西安倉）西側防波堤先端と同港早
崎一文字防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港早崎東防波堤先端を結ぶ線、同港西安倉
西防波堤先端と同港西安倉一文字防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港沖防波堤南端を
結ぶ線、同防波堤北端と同港中安倉防波堤先端を結ぶ線、寄島漁港（東安倉）東安倉防波堤
先端と同港東安倉沖防波堤先端を結ぶ線、沙美漁港西南防波堤先端と同港西沖防波堤西端を
結ぶ線、同防波堤東端と同港東側防波堤先端を結ぶ線、小原漁港南防波堤先端と同港東側北
防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港西側北防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港
防砂堤先端を結ぶ線、水島港（玉島・水島・高島）玉島港八幡防波堤北端から引いた延長線
上の護岸を結ぶ線、同防波堤南端、同港玉島防波堤南端と同港玉島ハーバーランド南西護岸
角を結ぶ線、同港玉島ハーバーランド南東護岸角と同港廃棄物処理護岸南西端を結ぶ線、同
県倉敷市水島川崎通の陸地の地点（北緯34度28分13秒、東経133度44分36秒）と同地点から
南東方1,410ｍの地点（北緯34度27分52秒、東経133度45分25秒）を結ぶ線、同地点と同地点
から北方500ｍの地点（北緯34度28分８秒、東経133度45分28秒）を結ぶ線、通生漁港第１防
波堤先端と同港離岸堤北端を結ぶ線、同離岸堤南端と同港導流堤先端を結ぶ線、水島港（高
室）北側防波堤先端と同港中央部防波堤折角を結ぶ線、同防波堤先端、同港南側地区の西側
防波堤先端と同港高室突堤先端を結ぶ線、水島港（大室）北側防波堤先端と同港中央部防波
堤折角を結ぶ線、同防波堤先端と同港東側防波堤先端を結ぶ線、下津井港西側防波堤先端と
同港東側防波堤西端を結ぶ線、同防波堤東端から引いた延長線上の護岸を結ぶ線、下津井漁
港下津井西防波堤先端と同港下津井一文字防波堤西端を結ぶ線、同防波堤東端と同港下津井
第１防波堤先端を結ぶ線、同港吹上第１防波堤先端と同港田の浦西防波堤Ⅱ西端を結ぶ線、
同港西側田の浦一文字防波堤東端、同港田の浦第３防波堤先端、同港東側田の浦一文字防波
堤東端、同港田の浦第２防波堤先端と同港田の浦第１防波堤先端を結ぶ線、大畠漁港南側防
波堤先端と同港北一文字防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港北側一文字防波堤先端を
結ぶ線、児島港（味野）元浜埠頭護岸北角と同港一文字防波堤西端を結ぶ線、同防波堤東端

、 （ ） 、と同港味野埠頭護岸南角を結ぶ線 同護岸北角と同港味野地区 － 5.5岸壁南角を結ぶ線
同岸壁北角と児島港（萱刈）北側防波堤先端を結ぶ線、児島港（和井田）西側防波堤先端と
同港東側防波堤先端を結ぶ線、児島港（琴浦海岸）西側防波堤先端と同港一文字防波堤西端
を結ぶ線、同防波堤東端から引いた延長線上の同港下村Ａ号護岸を結ぶ線、児島港（琴浦）
西側防波堤先端と同港東側防波堤先端を結ぶ線、児島港（田の口）西側防波堤先端と同港東
側防波堤先端を結ぶ線、児島港（唐琴）西側防波堤先端と同港東側桟橋先端を結ぶ線、渋川
港１号防波堤先端と同港１号防砂堤先端を結ぶ線、宇野港（日比）西４号防波堤先端と同港

、 （ ） 、東６号防波堤先端を結ぶ線 宇野港 玉 玉西防波堤先端と同港一文字防波堤南端を結ぶ線
同防波堤北端と同港瀬越防波堤先端を結ぶ線、宇野港（宇野）ナキンダ鼻と同港防波堤先端
を結ぶ線、宇野港（日ノ出）日ノ出３号防波堤北角、同港中央部岬、同港日ノ出２号防波堤
先端と同港長崎を結ぶ線、宇野港（田井）南側護岸角と同港田井３号防波堤先端を結ぶ線、
同港田井２号防波堤先端、同港田井第１号防波堤東端と同港童埼南側岬を結ぶ線、野々浜港
１号防波堤先端と同港３号防波堤東端を結ぶ線、同防波堤西端と同港２号防波堤先端を結ぶ
線、大藪港４号護岸角と同港南側防波堤北端を結ぶ線、同防波堤南端と同港東側防波堤南端
を結ぶ線、同防波堤北端と同港北側防波堤先端を結ぶ線、後閑港１号護岸角と同港２号防波
堤先端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域（ただし、香川県屏風島北端と同県喜兵衛島北
西端を結ぶ線、屏風港１号防波堤先端と同港４号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、同県直島獅
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子渡ノ鼻と同県寺島早崎を結ぶ線、同島東先端と直島重石ノ鼻を結ぶ線及び陸岸、宮浦港北
防波堤先端と同港沖２号防波堤北端を結ぶ線、同防波堤南端と同港串山ノ鼻を結ぶ線及び陸
岸、直島港石場１号護岸角と同港石場防波堤西端を結ぶ線、同防波堤東端と同港石場１号物
揚場先端を結ぶ線及び陸岸、同港北防波堤先端、同港一文字防波堤先端と同港南防波堤先端
を結ぶ線及び陸岸、積浦漁港ベザイ天と同港北沖防波堤北端を結ぶ線、同防波堤南端と同港
沖防波堤北端を結ぶ線、同防波堤南端から引いた延長線上の陸岸を結ぶ線及び陸岸、男木港
一文字防波堤先端と同港南防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、男木漁港２号防波堤先端と同港１
号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、西浦（女木島）漁港５号防波堤先端、同港６号防波堤先端
と同港１号防砂堤先端を結ぶ線及び陸岸、女木港西防波堤先端と同港東防波堤先端を結ぶ線
及び陸岸、同港鬼ヶ島防波堤先端と同港鬼ヶ島防波堤(２)西端を結ぶ線、同防波堤東端と同
港鬼ヶ島防波堤(３)先端を結ぶ線及び陸岸、松島港松島第１号防波堤先端と同港松島第２号
防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、櫃石漁港（北）１号防波堤先端と同港２号防波堤先端を結ぶ
線及び陸岸、櫃石漁港（南）３号防波堤先端と同港４号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、岩黒
漁港１号防波堤先端と同港４号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、与島港塩浜２号防波堤先端と
同港与島東２号岸壁西端を結ぶ線及び陸岸、同港大津北防波堤先端と同港大津南防波堤先端
を結ぶ線及び陸岸、同港浦城第２号防波堤先端と同港浦城第３号防波堤先端を結ぶ線及び陸
岸、同港穴部東防波堤先端と同港穴部南防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、笠島漁港Ｅ防波堤先
端と同港Ｄ防波堤西端を結ぶ線、同防波堤東端と同港Ｃ防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、本島
港（甲生）９号防波堤先端と同港７号防砂堤先端を結ぶ線及び陸岸、本島港（泊）７号防波
堤先端と同港６号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、本島港（小阪）10号防波堤先端、同港12号
防波堤先端と同港34号護岸東角を結ぶ線及び陸岸、生ノ浜港１号防波堤先端と同港２号防波
堤先端を結ぶ線及び陸岸、尻浜港１号防波堤先端と同港２号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、
福田（本島）漁港３号防波堤先端と同港１号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、里浦港１号物揚
場先端と同港４号防波堤西端を結ぶ線、同防波堤東端と同港１号防波堤先端を結ぶ線及び陸
岸、小浦港１号防波堤先端と同港１号堤防東端を結ぶ線及び陸岸、江の浦港（立石）12号防
波堤先端と同港11号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、江の浦港（江の浦）９号防波堤先端と同
港８号防波堤東端を結ぶ線、同防波堤西端と同港７号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、江の浦
（ ） 、 、港 釜の越 ３号防波堤先端 同港１号防波堤先端と同港13号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸
甲路漁港１号防波堤先端と同港東側護岸西角を結ぶ線及び陸岸、青木港（青木）１号防波堤
先端と同港８号防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港12号護岸北端を結ぶ線及び陸岸、
青木港（市井）10号防波堤先端と同港１号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、茂浦漁港４号防波
堤先端と同港離岸堤西端を結ぶ線、同離岸堤東端と同港１号防砂堤先端を結ぶ線及び陸岸、
手島港１号防波堤先端と同港３号防波堤西端を結ぶ線、同防波堤東端と同港２号防波堤先端
を結ぶ線及び陸岸、小手島漁港１号防波堤先端と同港東防波堤先端を結ぶ線、同港３号防波
堤先端、同港４号防波堤先端と同港２号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、高見港（浦）10号防
波堤先端と同港８号防波堤北端を結ぶ線、同防波堤南端と同港９号防波堤先端を結ぶ線及び

、 （ ） 、 （ ）陸岸 高見港 浜 ３号防波堤先端と同港５号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸 佐柳港 長崎
１号防波堤先端と同港４号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、佐柳港（本浦）５号防波堤先端と
同港９号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、本村漁港２号防波堤先端と同港３号防波堤先端を結
ぶ線及び陸岸、志々島港宮ノ浦東防波堤先端と同港宮ノ浦沖防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、
上新田漁港４号防波堤先端と同港１号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、粟島港（馬越）馬城２
号防砂堤先端と同港馬城１号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、粟島港（粟島）粟島１号防波堤
先端と同港粟島５号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、真鍋島漁港（岩坪）Ｇ防波堤先端と同港
Ｋ防波堤西端を結ぶ線 同防波堤東端と同港Ｈ防波堤先端を結ぶ線及び陸岸 真鍋島漁港 本、 、 （
浦）Ａ防波堤先端と同港Ｊ防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、湛江漁港Ａ防波堤先端と同港Ｃ防
波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港Ｂ防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、前浦港南側防波堤
先端と同港一文字防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港北側防波堤南端を結ぶ線、同防
波堤北端から引いた延長線上の護岸を結ぶ線及び陸岸、小飛島港北側防波堤先端と同港南側
防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、大飛島港（尻替）西側防波堤先端と同港東側防波堤先端を結
ぶ線及び陸岸、大浦港（東側）西側防波堤先端と同港一文字防波堤西端を結ぶ線、同防波堤
東端と同港南側護岸東角を結ぶ線及び陸岸、大飛島港（沖浦）南側防波堤先端と同港一文字
防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、大浦港（西側）東側防波堤先端と同港一文字防波堤東端を結
ぶ線、同防波堤西端と同港西側防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、走漁港（本浦）本浦新西防波
堤先端と同港本浦西防波堤先端を結ぶ線、同地点から引いた延長線上の同港東防波堤を結ぶ
線及び陸岸、走漁港（唐船）唐船西防波堤先端と同港２号新防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、
走漁港（浦友）浦友東防波堤先端と同港浦友一文字防波堤北端を結ぶ線、同防波堤南端と同
港浦友新防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、北木島港（楠）東側防波堤先端と同港一文字防波堤
東端を結ぶ線、同防波堤西端と同港西側防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、北木島港（大浦）西
側防波堤先端と同港東側防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、丸岩港東側防波堤先端と同港東側一
文字防波堤東端を結ぶ線、同防波堤西端と同港西側一文字防波堤東端を結ぶ線、同防波堤西
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端と同港西側防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、金風呂漁港西防波堤先端と同港東防波堤先端を
結ぶ線及び陸岸、豊浦港３号防波堤先端と同港４号防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同
港15号-１号護岸南西角を結ぶ線及び陸岸、白石島漁港（Ｃ）②防波堤先端と同港①防波堤
先端を結ぶ線及び陸岸、白石島漁港（Ｂ）Ｅ防波堤先端と同港Ｄ防波堤先端を結ぶ線及び陸
岸並びに高島漁港（黒土）えんろく鼻と同港東防波堤先端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた
海域を除く （備讃瀬戸（イ ）。） ）

３ 相生市金ケ埼から兵庫県西島手繰干埼まで引いた線、同地点から香川県小豆島藤埼まで引
いた線、同地点から岡山県猪ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域で播磨灘北西部
（イ）に係る部分を除いたもの（播磨灘北西部）

４ 兵庫県相生市金ケ埼と同県西島手繰干埼を結ぶ線、同地点から南西方2,250ｍの地点（北緯
34度37分54秒、東経134度26分26秒）を結ぶ線、同地点と同地点から西方10,710ｍの地点
（北緯34度36分39秒、東経134度19分36秒）を結ぶ水深30ｍの等深線、同地点と同地点から
南方1,810ｍの地点（北緯34度35分40秒、東経134度19分42秒）を結ぶ線、同地点と同地点か
ら南東方460ｍの地点（北緯34度35分32秒、東経134度19分56秒）を結ぶ線、同地点と同地点
から南東方2,080ｍの地点（北緯34度34分28秒、東経134度20分20秒）を結ぶ線、同地点と同
地点から南東方1,060ｍの地点（北緯34度34分８秒、東経134度21分30秒）を結ぶ水深30ｍの
等深線、同地点と香川県小豆島藤埼を結ぶ線、同地点と岡山県瀬戸内市猪ノ鼻を結ぶ線、東
備港（鶴海）南側護岸西端と同港北側防波堤先端を結ぶ線、久々井港１号防波堤先端と同港
２号防波堤先端を結ぶ線、東備港（片上）日生運輸株式会社貨物営業所東側護岸先端、同港
西側防波堤先端と同港東側防波堤先端を結ぶ線、穂浪漁港西防波堤先端と同港東防波堤先端
を結ぶ線、東備港（日生）松ヶ鼻の防波堤先端と同港中央部防波堤西端を結ぶ線、同防波堤
東端から引いた延長線上の同港ツブロ鼻を結ぶ線、古池港西側防波堤先端と同港東側防波堤
先端を結ぶ線、福浦漁港西側防波堤先端、同港中央部防波堤先端と同港東側防波堤先端を結
ぶ線、赤穂港西側防波堤先端と同港東側防波堤先端を結ぶ線、坂越港西側防波堤先端と同港
東側防波堤先端を結ぶ線、坂越漁港西側防波堤先端と同港東側防波堤先端を結ぶ線、相生港
西側防波堤先端と同港東側防波堤先端を結ぶ線、虫明漁港９号防波堤先端と同港10号防波堤
先端を結ぶ線、同港７号防波堤先端と同港８号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた
海域（ただし、頭島漁港西防波堤先端と同港東防波堤先端を結ぶ線、同港Ｅ防波堤先端と同
港Ｆ防波堤先端を結ぶ線及び陸岸並びに大多府漁港西防波堤先端と同港一文字防波堤西端を
結ぶ線 同防波堤東端と同港東防波堤先端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域を除く 播、 。）（
磨灘北西部（イ ））
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播磨灘北西部

備讃瀬戸（イ）

備讃瀬戸

水生生物の保全に係る環境基準類型概略図

凡例 海域名 類型

備讃瀬戸 生物A

備讃瀬戸（イ） 生物特A

播磨灘北西部 生物A

播磨灘北西部（イ） 生物特A

※生物Ａ類型で狭小な海域については図示していない

播磨灘北西部（イ）
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地下水の環境基準等 

Ⅰ 人の健康の保護に関する環境基準 

項目 環境基準 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.02mg/L 以下 

ひ素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと 

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

クロロエチレン 

（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） 
0.002mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 
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Ⅱ 要監視項目 

人の健康の保護に係る要監視項目及び指針値 

項目 指針値 

クロロホルム 0.06mg/L 以下 

1,2-ジクロロプロパン 0.06mg/L 以下 

ｐ－ジクロロベンゼン 0.2mg/L 以下 

イソキサチオン 0.008mg/L 以下 

ダイアジノン 0.005mg/L 以下 

フェニトロチオン（ＭＥＰ） 0.003mg/L 以下 

イソプロチオラン 0.04mg/L 以下 

オキシン銅（有機銅） 0.04mg/L 以下 

クロロタロニル（ＴＰＮ） 0.05mg/L 以下 

プロピザミド 0.008mg/L 以下 

ＥＰＮ 0.006mg/L 以下 

ジクロルボス（ＤＤＶＰ） 0.008mg/L 以下 

フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） 0.03mg/L 以下 

イプロベンホス（ＩＢＰ） 0.008mg/L 以下 

クロルニトロフェン（ＣＮＰ） － 

トルエン 0.6mg/L 以下 

キシレン 0.4mg/L 以下 

フタル酸ジエチルヘキシル 0.06mg/L 以下 

ニッケル － 

モリブデン 0.07mg/L 以下 

アンチモン 0.02mg/L 以下 

エピクロロヒドリン 0.0004mg/L 以下 

全マンガン 0.2mg/L 以下 

ウラン 0.002mg/L 以下 

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び 

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） 
       50ng/L 以下※ 

 ※暫定指針値 
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